
＊講演者、発言者等の所属・役職は 2016 年 6 月 13 日当時のもの＊ 

 

シンポジウム 

ライフイベントを乗り越えて―女性研究者が研究を続ける環境とは 

 

【司会】 

ご着席をお願い致します。 

どうぞ前の方に座ってください。お願いします。 

 

【司会】 

それでは定刻になりましたので、文部科学省科学技術人材育成費補助事業ダ

イバーシティ研究環境実現イニシアティブ（連携型）の今年度のシンポジウムと

致しまして「ライフイベントを乗り越えて―女性研究者が研究を続ける環境と

は」というメインテーマで、本日のシンポジウムを開催させていただきます。開

催に先立ちまして、本学の学長の稲垣より一言ご挨拶を申し上げます。 

 

【岐阜薬科大学長 稲垣隆司】 

皆さんこんにちは。 

皆さま方には大変お忙しい中、また足元の悪い中、シンポジウムにご参加いた

だきまして本当にありがとうございました。心より厚く御礼申し上げます。 

 また、今日はわざわざ厚生労働省の雇用均等政策課長の小林様、日本女性科学

者の会の会長さんで、現在愛知大学の教授の功刀先生には、本当にお忙しい中、

シンポジウムの基調講演をお受けいただきましてありがとうございました。心

より厚くお礼申し上げます。 

 ご承知の通り、男女ともに働ける社会を一刻も早くつくることは大変重要で

あります。特に女性研究者が研究を続ける環境を、これから共に、共有しながら

つくっていくことは大変重要であります。このため現在本学は、岐阜大学さん、

岐阜女子大学さん、アピ株式会社さんと一緒になってこのプロジェクトを推進

しているところでございます。 

 そういう中で今日は、小林課長さんからは女性の活躍促進を加速化するとい

う動きだとか、課長さんの今までの経験、こういうものについてお話をいただけ

るとうかがっておりますし、功刀先生からは今、愛知大学にいらっしゃいます



が、その前は私立の薬科大学の方で教鞭を取ってみえたということで、研究者の

立場ということも十分ご理解いただいた上で、お話を聞けるとうかがっていま

す。ぜひ今日は、お二人の先生方の貴重な経験に基づくお話を聞いていただい

て、ともに男女が共同して、共有した考え方で、女性研究者が研究を続けるよう

な環境づくりというのをこれからも話し合いながらつくっていきたいと思って

いますので、是非よろしくお願いします。 

 今日はこのお二人の先生の基調講演の後、パネルディスカッションもありま

すので是非、皆様方からも活発なご意見がいただけるとありがたいと思ってい

ます。簡単ではございますが挨拶とさせていただきます。今日はよろしくお願い

いたします。 

 

【司会】 

それでは早速、第一演題目の基調講演に移らせていただきます。座長は副学長の

原が致します。 

 

【座長】 

岐阜薬科大学の原でございます。今日はどうぞよろしくお願いします。 

多くの皆様方に今日はお集まりいただきまして、本当にありがとうございま

す。実りのある講演会にしたいと思いますので、どうぞご協力お願い致します。 

では早速ですけども、今日のメインイベントの一つでございます基調講演１

としまして、小林洋子先生にご講演をお願いいたします。 

 簡単ではございますけれども、先生のご紹介をさせていただきます。先生は芸

材、厚生労働省の雇用均等・児童家庭局 雇用均等政策課長です。1989 年に労

働省、現在の厚生労働省に入省されまして、1999 年 4 月から４年間女性局、現

雇用均等・児童家庭局でパートタイム労働問題を担当し、正社員とパートとの労

働条件均等問題に取り組まれた後、職場における女性のポジティブアクション

に取り組まれました。そして 2003 年の 7月から石川県の小松市の助役に就任さ

れまして、男女共同参画をはじめとして、健康、福祉、商工、観光、それから環

境などいろいろな行政の分野を担当されておられます。そして 2011 年 10 月か

らは内閣府の男女共同参画局推進課長として、あらゆる分野における女性活動

推進に取り組まれた後、2014 年の 7月から現在の現職です。本日は、「女性の活

躍推進の加速化について」という演題でご講演いただきたいと思います。先生ど



うぞよろしくお願い致します。 

 

基調講演１ 女性の活躍推進の加速化について 

厚生労働省雇用均等・児童家庭局 雇用均等政策課長 小林 洋子氏 

 

 皆さんこんにちは。ただいまご紹介に預かりました厚生労働省の雇用均等政

策課長の小林でございます。 

今日は、女性の活躍推進の加速化ということで、今年の４月に全面的に施行さ

れております女性活躍推進法のお話を中心にさせていただきたいと思いますけ

れども、法律ができた背景、なぜ今女性の活躍が必要なのかというその背景の事

情も含めてご説明申し上げたいと思います。 

それではまず日本の人口の将来推計でございますけれども、皆さん、ご存知だ

と思いますけれども、日本の人口はすでに減少局面を迎えています。2060 年、

だいぶ先のように思われるかもしれませんけど、今日ご参加の学生さんはまだ

現役で頑張っておられるのではないかと思いますけど、2060年には、人口が9000

万人を割り込むということと、非常に課題があるなと思っておりますのは、人口

構成が，65 歳以上の高齢者の方の割合が４割近くになるということと、いわゆ

る現役世代といわれる生産年齢人口、この割合が５割ということになるという

ことです。現役世代が５割、高齢者世代が４割というような社会に向かって今つ

き進んでいるということでございます。安倍内閣は、今、一億総活躍というのを

スローガンに掲げてございまして、その中核として女性の活躍推進があると思

っています。人口の半分は女性でございますので、女性の力を使わない手はない

ということで、これから、人口がどんどん減っていく、特に現役世代がどんどん

減っていく中で、女性の力を十分に生かしていこうという、そういう問題意識で

成長戦略の柱として女性の活躍があるというふうな考え方でございます。 

 今の状況ですが、女性で働いている方は 2500 万人ぐらいいらっしゃいます。

働いている方に占める女性の割合はすでに 44％、半分くらいに迫ってきている

状況でございます。右側が女性の働き方として就業率を年齢階級別に見たもの

ですが、これを見てお分かりいただけるように、30 歳代で一度就業率が下がっ

てしまいます。これは出産・育児期に、女性の場合は一度やめて、お子さんの手

が離れる年代に再び働くというふうな状況にあるということでございます。こ

の出産・育児期の 30 歳代の女性を主として、働きたいと思っている女性が 300



万人超えているということです。女性の雇用者が 2500 万人なので、それの１割

を超える人たちが働きたいけれど、環境が整わないので働きに出られない、とい

うふうな状況にあるということです。ここの人たちに特に働いていただけるよ

うな環境を整備していくことが重要だと思っています。 

これは先ほど見ていただいた年齢階級別の就業率を雇用形態別で見たもので

す。雇用形態というのは、一般的に正社員の方とか、パートの方とか、契約期間

の定めのある有期契約の方とかという分け方でございますけれども、女性の年

齢階級別就業率を見ていただくとわかるように、正規の方は２５から２９歳層

がピークになってございますけれども、30 歳～34 歳層のところで就業率が再び

上昇していくものの、非正規の方が中心になります。これが女性の場合、だいぶ

男性とは違っている。男性の場合は、やっぱり正規の方でずっと就業していくと

思うのですが、女性の場合は、一度やめた後は非正規になってしまう方が多いと

いうことです。 

右側に四角のところがございますけども、女性の場合の非正規割合ですけれ

ども、56.3％ということで、６割に近い方が非正規で働いていらっしゃるという

ことです。これが男性ですと 20％ちょっとでございますので、ここはだいぶ男

女で違うところです。 

また意思決定層に女性がどれくらいいるかということですが、まず一般企業

の管理職に占める女性割合が左のグラフでございますが，長期的には上昇傾向

でございます。課長級以上の役職で女性に占める割合では、一番最近で 8.7％、

管理職に占める女性の割合が 8.7％ということでございます。右のグラフは，少

し定義は違うんですけれども、管理的職業従事者、これの中に占める女性がどれ

くらいいるかということを国際比較したものでございますが、これは日本の場

合、女性比率は非常に低い状況にあります。韓国とわりと似ている状況でござい

まして、アジアの国も含めて、日本と韓国は、管理的職業従事者に占める女性の

割合が非常に低いというふうな状況になっております。 

 女性が活躍する壁というのは、いろいろなところにあると思っていますけれ

ど、これは職業人生のそれぞれのステージごとにどういう壁があるかというの

を日本全体の平均値で見たものです。まず入り口の採用の段階で女性のことを

採っていない、そういう企業が多いと考えています。例えば 36.6％の企業は女

性採用はゼロということでございます。これは 30 人以上の企業に聞いたときの

数字でございますけれども、規模が小さくなるほど、例えばある年に一人しか採



用しないということになると、男性のみということになってしまう可能性が高

いのかなと思っております。それから総合職採用の競争倍率は、女性の方が高

い。これはどういうことかというと、応募者割る採用者数を私どもは採用におけ

る競争倍率と言っていますけど、女性の方が平均値で見ると、入りにくい状況に

あるのではないかということです。 

次に②ですが、女性のことを育てていないのではないかということで、これは

将来育成のための教育訓練の受講率は女性の方が低くなっておりますし、また

これは民間企業ですが、営業や生産部門などで圧倒的に男性が占めるという企

業さんが７割ということで、かなりの数の企業さんは、職務の配置のところで男

女の偏りがあるというふうに考えています。 

それから３つ目は女性が仕事を続けられないではないかということで、約６

割の女性が第一子を出産するのを機にやめてしまっています。妊娠・出産前後で

やめた理由ですが、26％の方は、仕事と育児の両立が難しくて続けられなかった

というふうな答えでございます。両立が難しかった理由ですけれども、一番多い

のはやはり勤務時間です。長時間労働の職場なので続けられなかったというの

が一番大きな理由です。２つ目が両立を支援する雰囲気がなかったということ

で、これはおそらく両立支援制度があるだけでは続けられない、やはりその両立

支援制度が使えるような状況でないと続けられないということを表しています。 

 それから４つ目は、女性にとって昇進したいと思えないというようなことが

あるのではないかということです。課長以上の昇進希望を持つ女の方は１割く

らいしかいらっしゃらないので、これはやはり男性と比べると昇進の希望を持

つ方は少ないですが，それは仕事のやる気がないことではなくて、昇進を望まな

い女性の方の理由のトップは「仕事と家庭の両立が困難になる」と、これが一番

多いということです。これは、今の管理職の働き方を見ていて魅力的だと思えな

い、とても仕事と家庭を両立しながらやれるような働き方ではない、そういう懸

念を抱くので、なかなか昇進希望、意欲を持てないという状況にあるのではない

かと思います。その下に書いてますが、こういう状況になっているその根っこの

ところには、日本の長時間労働の働き方と性別役割分担意識があるのではない

か。男は仕事、女は家庭とか、男はこういう仕事をやるべきだとか、仕事の種類

を含めてですが、固定的な役割分担の意識があるのではないかというふうに考

えています。 

妊娠・出産前後に退職した理由が 26.1％が両立が難しくてやめましたという



ことですが，少し気になりますのは、「解雇された」、「退職勧奨された」という

ふうに思ってらっしゃる女性が結構いらっしゃる。１割ぐらいいらっしゃると

いうことで、ここもそれなりに大きな問題ではないか，大きな政策課題ではない

かと思っています。 

 女性の活躍推進というのは、女性だけの問題だと捉えられがちですが、本当は

男女を含めた共通の問題なのだと思ってます。女性の活躍推進は男性も含めて

働き方の見直しがないと進まないということで、男女共通の問題に結局行き着

くのだろうと思います。 

これは、女性の継続就業と男性の家事育児参加の関係を見たものです。日本で

６歳未満のお子さんを持つ場合について、夫の家事・育児時間と妻の継続就業割

合の関係をみたものが真ん中のグラフです。夫の家事・育児時間が長いほど、妻

の継続就業割合が高くなることがみられます。夫の家事・育児時間が長くなる前

提として、長時間労働がなくなることが必要、つまり働き方改革が絶対に必要だ

と思っています。夫の家事・育児時間は、一番右側の、第二子出生、これにも影

響を及ぼします。夫の家事・育児時間が長いほど、第二子の出生割合も高くなる

という状況が見て取れます。ですので、男性の家事・育児参加というのは、女性

の活躍推進と密接な関係にあるだけではなくて、日本の少子化対策にも資する

のではと思っています。 

 こちらは女性役職者が少ない企業にその理由を聞いたものですが、結局いろ

いろな理由が絡んできます。「そもそも採用していない」というのが一番多かっ

たのですが、育成していないことをあらわすと思うのですが「必要な知識や経

験、判断力がない」、やめてしまうということをあらわすのだと思いますが「在

職年数を満たしていない」とか「役職者になる前にやめる」、あと「本人が希望

しない」だというような理由がそれなりはあるということです。役職者に占める

女性割合の数字というのは、採用して継続就業ができて育成もされて初めてこ

この数字に表れてくると思っています。つまり管理職の女性比率は結果指標な

んですね。企業が女性活躍のためのいろいろな取組みをした結果として、初めて

出てくる数字なんだと思っていますので、女性活躍を見るための非常に重要な

指標だと思っています。 

 こういう状況のもとで女性活躍推進法という法律をつくっていこうという動

きが出てきまして、去年の８月に成立、今年の４月１日に全面施行ということで

ございます。この法律は、今日私、厚生労働省所管の民間事業主関係部分のご説



明をしたいと思いますけれども、公務も、同じような義務が事業主にかかってく

ることになっています。ちなみに民間事業主なのですが、これは、公務員、地方

自治体と国以外は、すべて民間事業主に入ってきますので、国立大学法人も当然

入ってきますし、私立大学も入ってまいりますので、今日主催されている皆さん

は、すべて民間事業主の方に入ってくるとご理解いただければと思っておりま

す。 

どのようなことを事業主さんに求めていくかということなんですけれども、

大きく分けて自分の女性社員の活躍に関する行動計画を作るということが大き

な取り組みの一つです。 

それからもう一つは、ここの③に入ってきますように、女性の活躍に関する情

報公表ということで、足元の実態を，その事業主さんに雇われている女性の活躍

の実態を外に公表していく、そういうことがもう一つの義務となっています。ち

なみにこの事業主行動計画策定や情報公表の義務は、301 人以上雇っている場合

は義務で、300 人以下の場合は努力義務ということになっております。301 人以

上の組織の方にやっていただかなければいけないこの①番でございますけれど

も、行動計画を作るに当たって、まず組織内の点検をしていただくことが法律上

求められています。自分の組織の中の女性の活躍に関する状況を把握して、課題

分析をしていただきます。これがまず最初に求められることでございます。これ

はなぜかと言うと、採用から育成、それから登用、雇用管理のすべての段階にお

いて、女性の活躍の壁があるわけですが、どの壁が一番ひどい状態になっている

のかは、それは事業主さんごとにバラバラなのです。多分各大学でもバラバラな

のだと思います。採用の時に関門があるのか、雇った人がやめているのか、ずっ

と続けているけれどなかなかキャリア形成できないのかというのは、その組織

によって全然違いますので、まずは自分のところはどこにネックがあるのかを

探してもらうために、状況把握をして、自らの課題を見つけてもらう，それが法

律上求められています。 

 状況把握の時に必ず把握をしなければいけない項目が４つございます。これ

はここの①から④で書いてございますけれども、採用者に占める女性比率、勤続

年数の男女差、労働時間の状況、管理職に占める女性の比率。この４つは必ず把

握をしなければならないということになっています。それ以外に、必要に応じて

把握をする選択項目というものが 21 項目、法令の中で決まっています。この４

つの基礎項目は必ず把握しなければいけない項目ですけれども、先ほどからご



紹介していますように、オールジャパンの平均値で見た時には、女性を採用して

いない企業が４割あるように、女性の採用がそもそもされていない場合がある

こと、第一子出産前後に女性の継続就業が困難になっていること、男女を通じた

長時間労働の状況が、継続就業やキャリア形成の阻害要因になっていること、と

いうようなことで、そういうものがないかどうかを①から③の中で見ていただ

く。④番の管理職の女性比率は、それに加えて、育成されているか、キャリア形

成ができているかということ、それが結果として登用後にはねかえってくるん

だろうということで管理職の女性比率を見ていただくということで、４項目が

基礎項目、必ず把握しなければいけない項目となっています。 

義務のかかっている事業主においてこの４つを把握していただいて、どこが

一番まずいかというのを見つけていただく。この４つを把握したらだいたい１

つか２つか、場合によっては３つも４つもまずいところが見つかるかもしれま

せんが、まずいところが見つかったらそこの原因を探っていただくために、21 項

目の選択項目がございます。 

次のところの真ん中で、下線の引いているものが必ず把握していなければな

らない項目、それ以外は必要に応じて把握していただく項目。必要に応じてとい

うのは、どこに原因があるかを探っていただくためのものという観点から把握

をしていただければいいと思います。結局は、課題を見つけてもらうために状況

把握をしてもらいますので、必須の４項目は絶対把握してもらわなければなら

ないのですが、深掘りするための項目は選んでいただければいいという仕組み

になっています。 

 これを見ていただくと、（区）と書いているものが多いのがお分かりになると

かと思うのですが、これは雇用管理区分ごとに把握をしていただくということ

を想定している項目です。雇用管理区分というのは聞き慣れませんけど、例えば

一般職や総合職、パートとか契約社員さんとか、雇って管理していく時に、グル

ープごとにやっているのであれば、そのグループごとにその状況把握をしてく

ださいというものです。例えば民間企業であれば、事務職の人とかとそれから技

術職の人と別に管理をしているのであれば，それぞれ別に把握をしていただき

たい。大学であれば、たぶん教員と事務職、教員ももしかしたら文系と技術系な

どがある大学があれば両者を分けたりされているとか、それは組織体で違うと

思うのですが、雇用管理を別々にしているのなら別々に把握していただき，その

上で採用段階で問題がないか、女性だけやめていないか、女性だけキャリア形成



がどこかで引っかかっていないかなどを見ていただくということです。 

この分析の結果を踏まえて、行動計画を作っていただくというのが二段階目

です。この行動計画ですが、何を書かなければいけないかというと、目標と取組

内容と実施時期と計画期間です。目標は、一つ以上数値目標を立てていただくこ

とが必要になっています。この目標と取組内容ですけれども、法律上は別に何を

目標にして、どういうことをやらなければいけないとかいうことは全く書いて

いませんので、それぞれ裁量に任されているのですが、ただ一つ法律で定められ

ているのは、先ほどの状況把握と課題分析、この結果に対応したものでないとダ

メです、ということです。自己点検していただいて、自分の組織の中の女性活躍

の課題を見つけていただいて、その課題に合った計画じゃないとだめだ、という

ことになります。でも課題に合っていれば、中身は自由で，目標や取組の内容を

自ら考えるのが大事なのだろうと思っています。 

 行動計画は作ったら、公表しなければなりません。ただ，計画を作る前提の状

況把握とか課題分析の過程は、特に公表していただかなくても大丈夫で、結果と

しての取組内容と目標さえ外に見せていただければいいという仕組みになって

います。ですので、多少お化粧したチャレンジングなものを打ち出せるので、こ

こは組織がアピールをしたいのであれば、力の入れ所だというふうに思ってい

ます。 

 その一方で、③に書いている女性の活躍に関する情報公表ですけれども、これ

は足元の数字の公表ですので、ちょっとお化粧のしようがございません。実態を

出していただかなくてはいけないということでございます。自分の組織内の、雇

っている女性の活躍に関する情報、これを公表することの意義なんですけれど

も、特にこれは今日は学生さんが多いので、是非申し上げたいのですが、就職活

動中の学生さんなどの求職者、お仕事探してらっしゃる方の企業選択を通じて、

女性が活躍しやすい企業であるほど優秀な方が集まる、そうすると競争力を高

められる、そういうふうな環境をつくっていきたいということでございます。意

図しているのは、市場を通じて、学生さんをはじめとした仕事を探してらっしゃ

る方の評価を通じて、女性活躍推進をしようとする企業を後押しすることです。

後押しすることもあれば、逆にプッシュすることもあろうかと思いますが、です

ので皆さんを含めた市場の評価、これが女性の活躍推進を進めると、そういう仕

組みをつくっていきたいということで、こういう情報公表というふうな規定を

設けております。 



 情報公表の中身なんですけれど、これは実は、14 項目ございますが、これの

中から１つ以上選んで公表していただければいいということになっております。

１つ以上というのはなぜそういうことになったのかというと、経済界の方から、

いろいろ数字が独り歩きしたら困る，例えば、今は女性活躍に関する数字が低い

けれどもこれから頑張りたい，なのに数字を見た女子学生さんが誰も希望して

くれないとますます女性活躍を進められなくなる、という訴えがございました

ので、それでは１４項目の中から１項目以上選ぶということで PR ポイントを選

んでいただいて、公表できるようにしましょうということにしました。公表項目

を見てその会社や組織がどういうところに力を入れているのか分かるようなも

のとして仕組みを構築しましょう、ということにしました。 

 ですので、数字を見ていただいて、実態が全般的に低くても行動計画と合わせ

て見ていただくと、これから頑張ろうと思っているという企業が分かるかと思

いますので、ぜひ学生さんには、いま低くても将来どうするかというのを合わせ

て見ていただきたい。これから頑張りたいと思っている企業さんも結構あると

いうことです。なので、大学さんも、これから頑張ろうと思うところは、今の実

態がたとえそこそこであっても、行動計画の方でガーンとやるよというのを出

していただくと、積極的な姿勢は分かるんだろうと思います。 

情報公表の項目は、今申し上げたように１項目以上なんですけれども、企業の

方などには公表範囲そのものが企業の姿勢ですよ、ということは話をしていま

す。１項目だけだと、出していない項目はどうなのと絶対思われますから、とい

うことはいつも話をさせていただいています。そういうことで情報公表をして

いただく方には、いろいろ後押しにもなるし、逆にプレッシャーにもなりますよ

とご説明をしております。 

 それから４つ目に認定制度というものをこの法律の中で設けていますけれど

も、認定制度は女性活躍推進法に基づく認定制度ということで、厚生労働大臣の

認定を受ければ認定マーク「えるぼし」を商品などに記すことができるというこ

とです。これは、評価項目が５項目あって、①採用と②継続就業と③労働時間等

の働き方と④管理職比率と⑤多様なキャリアコース、この５項目について基準

値が決まっています。この基準値を、５つ満たせば３つ星がもらえます。３つま

たは４つを満たして、残りのものが２年以上連続して改善してれば２つ星です。

５つの基準のうち１つまたは２つの基準を満たして、残りが２年以上連続して

改善してれば１つ星です。３段階認定になってございます。 



大事なところは、実績値で見るということです。取組みというよりは、今どう

いう水準にあるかということで認定するということです。 

①の採用のところですが、理系の会社、メーカーさんなんかは自分たちは採用

者に占める女性比率というのを基準にされると非常に困るとおっしゃいます。

なぜかというと母集団となる理系の女子学生さんがいないんです。そういうふ

うにおっしゃったので、ここの基準は、男女別の採用における競争倍率、応募者

数割る採用者数、これが女性と男性で同じくらいかどうかを見ています。応募者

数が少ないなら少ないなりに、そのうちの採用者をどれくらい採ったかという

ことで、狭き門か広き門かわかりますので、それを男女で比べています。学生の

皆さんも採用の数字を見るときには、採用者に占める女性比率も大事だと思い

ますが、競争倍率を出してらっしゃる企業さんがあれば、そこも併せて見ていた

だくと、男性と比べて入りやすいどうか、女性だけ入りにくい企業かどうかとい

うのが分かると思います。ですので、大学の研究者の方の採用においても同じよ

うな話だと思います。応募者が少ないから、女性の活躍の数字が上げられないと

いうことではないと思います。公正な選考をしていれば、競争倍率はだいたい同

じになるのではないかという問題意識で、こういうふうな認定基準にしていま

す。 

 この５つを全部満たせば、3つ星というような認定基準がございまして、マー

クが使えます。このマークはどういうところに使われるかということですが、私

どもは女性の活躍推進企業データベースを構築をしております。いま情報公表

が 14 項目ございますと申し上げましたけれども、その１４項目それぞれについ

て、会社，組織体の名前入りで、それぞれの数字を載せていただくようなデータ

ベースを作っていきたいと思っています。先ほどの情報公表とか計画の公表は、

必ずしもこのデータベースに載せなければならないものではないです。法令上

は自社のホームページに載せてもぜんぜん構わないのですが、こちらの方に載

せていただくことをお勧めしています。このデータベースに載せていないとな

ぜ載せていないのか学生さんに聞かれてしまうよ、というふうに企業には言っ

ておりますので、学生さんには就職活動の際にぜひご覧いただきたいと思って

います。逆に言うとご覧いただくことが、企業や大学の女性活躍の後押しになる

と、皆さんの評価が後押しになるのだということを、ぜひご理解いただければと

思います。 

 ここのデータベースにはいま 5300 社を超えて載せていただいています。300



人以上の義務対象の組織が 15000 社なので、必ずしも 301 人以上の企業かどう

かは分かりませんが、３分の１ぐらいは、ここのデータベースに載せていただけ

ているのではないかと思っています。ここに取れたら認定マークを入れる欄が

ございます。これは次世代支援対策推進法の「くるみん」なども入れられますし、

私共の女性活躍推進法の認定も入れられます。国の認定をこの欄に入れていこ

うと思っています。 

このデータベースは、都道府県ごとの検索もできますので、都道府県ごとで業

種を絞っていただいて検索していただくこともできます。学生さんを含めて、皆

さんの評価が日本の女性の活躍の推進を進めるんだということをご理解いただ

いて、ご活用いただければなと思います。逆に言うと、地域の企業さんにとって

みれば、地域を検索していただいて、マークを取っているということで、就職活

動に非常に有利になるのではないかなと思っております。 

 後でぜひ学生さんに見ていただきたいのは、データベースの見方です。ポイン

トはいろいろありますので是非後で見てください。それから、まだ女性活躍推進

法は、義務がかかっているのが 30１人以上の労働者を雇っている企業や組織体

なので、もう少し小さい組織の所に対しても計画を作っていただくようにアド

バイスや相談に応じるような事業もやっておりますし、助成金なんかも活用し

てやっていきたいというふうに思っています。 

 あとは、仕事と家庭の両立支援制度の見直しということで、これは先ほどの通

常国会で改正した育児・介護休業法、男女雇用機会均法等関係で、仕事と家庭の

両立関係について少しご説明を申し上げたいと思って今日お持ちしました。 

ここで、２番目のところの有期契約労働者の育児休業の取得要件の緩和とい

うところでございますけれども、先ほど女性の継続就業率、第一子出産期の女性

の継続就業率は４割で、６割がやめてしまいますと申し上げましたけれども、実

は正規の労働者は継続就業率５割を超えているのですが、非正規の方は２割程

度でなかなか継続就業率が伸びていなくて、また非正規の方が増えているので、

全体として女性の場合、継続就業率が伸びていない状況にあるということです。

やはり正規社員の方は育児休業を利用しながら仕事を続けていらっしゃるとい

うようなこともございますので、有期契約の方の育児休業の取得要件を少し緩

くすれば、継続就業につながるのではないかというふうな問題意識でございま

す。 

 現行の制度と、右側が改正法の中身ですけれども、改正前の契約期間の定めが



ある方の育児休業の取得要件として、３つございました。１つ目が育児休業を取

りたいと申し出をした時点で雇用されている状態が１年以上であること、２つ

目がお子さんが１歳になった時点でも雇用継続の見込みがあること、３つ目が

お子さんが２歳までの間に更新されないことが明らかである者は除かれること、

この３つの要件がありました。特に２つ目のお子さんが１歳のときに雇用継続

の見込みがあるかないかというのは、事前にはっきり分からないので、雇ってい

る側と雇われている労働者の側と意見が対立することがございまして、判断が

なかなか難しいこともありましたので、②の要件はやめてしまうということと、

③をさらに緩めるということで改正しました。つまり、育児休業をとりたいとい

う申し出時点で雇用されていた期間が１年以上ということはそのままですが、

②の要件がなくなって、③の要件が緩和された上で、お子さんが１歳６カ月の時

点で、労働契約が満了することが明らかであるものを除くことになりました。つ

まり，契約満了時に契約更新の可能性があるということが要件になってくると

いうことです。 

 ４番目でございますが、妊娠・出産・育児休業・介護休業をしながら継続就業

しようとする男女労働者の就業環境の整備ということで、最近マタニティハラ

スメントという言葉を聞かれたことがあるかと思いますけれども、さっき妊娠・

出産時期にやめてしまう理由の９％が「解雇された」、「退職勧奨された」という

答えがございまして，それに対応するものだと思っています。改正前の制度で

は、妊娠したこと，出産したこと、育児休業を取りたいと言ったこと、介護休業

を取りたいと言ったことで、事業主が解雇をしたり、労働条件を引き下げたり、

給料を減らしたりなどの不利益取扱いをすることは禁止をされています。事業

主、雇っている人ですね、大学に雇われている人であれば大学側が、妊娠した職

員に妊娠したからやめろというのは、不利益取扱いで法律上禁止をされていま

す。 

改正後はどういうことになるかというと、組織としてやめさせる以前の問題

として、現場でいろいろ嫌がらせが起こっているだろうと、嫌がらせが起こるこ

とを防止するための措置を雇い主に義務付けるということを、法律の中に盛り

込みました。これはこの右側に書いてありますが、「妊娠・出産・育児休業・介

護休業等を理由とする、上司・同僚などによる就業環境を害する行為を防止する

ため、雇用管理上必要な措置を事業主に義務づける」ということ。妊娠・出産し

たことに対して上司や同僚が嫌がらせをするとか、例えば，「私、育児休業取り



たいんです」と言ったら嫌がらせするとか、男性が「育児休業をぼく取りたいん

です」と言ったら上司が「奥さんがいるだろう。なんで男の君が取るんだ」とい

うようなことで、休業制度を取らせないというようなことも就業環境を害する

行為に入っています。妊娠・出産・育児休業取得を理由として上司、同僚が嫌が

らせ的行為、就業環境を悪くするような行為をすることを、事業主にそういうこ

とが起こらないように予防措置をしてくださいねということを義務付けるとい

うことを考えています。 

法律が効力を発するのは、来年の１月１日からなので、１月１日には大学もす

べからくやっていただくことになるかと思います。具体的には雇い主さんが何

をしなければならないかという、まずこういうハラスメント行為はだめだよと

いうことを文書で明確化して、雇っている人たちにお知らせするとか、相談窓口

を整備するとか、ハラスメントが起こった時の事後措置、つまり相談にすぐに対

応をして、被害者の人と加害者の人にそれなりの措置をする、というようなこと

を指針の中に書いていく予定です。これを今議論しているところでございます

が、指針等も定めた上で、来年の１月１日から施行される予定でございます。 

 最近の動きも含めて、両立支援制度も含めてご説明させていただいたのです

が、質問があればお受けしたいと思います。ご静聴ありがとうございました。 

 

【座長】 

 先生どうもありがとうございました。ただいま先生より、いろんな法律がある

ということと、いろんな仕掛けといいますか、対策を取っていただいているとい

うことが分かりました。せっかくの機会ですから、先生にご質問あるいはコメン

トがありましたら、是非どんなことでもいいかと思います。いかがでしょうか。 

 

【フロア質問者】 

 今日はありがとうございました。最新のデータもお示ししていただいて、大変

勉強になりました。ありがとうございました。 

それで、例えば７枚目のスライドで「女性の継続就業・出産と男性の家事・育

児参加の関係」ということで、ここで小林先生がご指摘くださったように、女性

の活躍推進というのは、女性が対象になっているだけではなくて、実は構造的に

男性、女性、働き方改革自体に結びついていくし、このような対策自体が少子化

対策に資するものであると。もう本当におっしゃっている通りで、もう一方で、



先だってもロールモデル講演会というのを行いまして、その時にとても印象深

いお話があって、この男性の働き方改革は大変大事なのですけど、男性にとって

も何かそのことが義務になっていくっていうか、子育て、育児休業を取るとかそ

ういうこと自体が義務のようになっていくんではなくて、むしろいろんなパー

トナー同士の考え方があって、子どもさんを出産する、しないも含めて、いろん

な選択肢があって、一旦出産・育児に入った以上は男性自身も実は子育てをする

権利がある、というぐらいの、つまりせっかく生まれてきた以上は子育てをする

楽しみを奪われてはならないというような、そういう観点からの活動の取り組

みの進め方ということでいうと、これが私たち自身も今担当者としては課題に

なっているんですけれども、同時にこのような貴重な取り組み自体をさらに意

識啓発のレベルで、権利・義務の観点からだけではなくて、こう包括的な何か取

り組みとしてできるようなことがありましたら、サジェスチョンいただけたら

と思います。よろしくお願い致します。 

 

【小林氏】 

私の課ではないですが、わたくしどもの局の職業家庭両立課で「イクメンプロ

ジェクト」というのをやっています。これはまさに育児を楽しみたい、育児をや

りたいという男性のためのプロジェクトで、その中でいろいろなイクメンの方

の活動を紹介したり、最近始めたのは、ボス、上司が部下の子育てに理解がない

とだめだろうということで，部下の子育てを支援する「イクボス」を褒めるとい

う活動をしております。つまりボスの仕事の与え方ということが問題ですので、

ボスを褒めていくやり方が一つあると思います。 

それから女性活躍推進法の中の行動計画策定指針で、企業に取り組んでもら

いたいことを記載していますが、部下の働き方をちゃんと見ている、たとえば部

下の長時間労働をちゃんと抑制するような、そういう上司をちゃんと評価しま

しょう、という取組みも例として示させていただいています。ご本人もさること

ながら、早く帰れるような環境整備をしていくことがまずは大事だろうなと思

っています。 

 

【フロア質問者】 

ありがとうございます。 

 



【座長】 

そのほかいかがでしょうか。どうぞ。 

 

【フロア質問者】 

今日はどうもありがとうございました。 

２点教えていただきたいのですけれども、私どもは実際に行動計画、女性活躍

推進法に関する行動計画を出したりという状況に携わっていたのですけれども、

１点目が、私少し認識を間違えてたのかもしれませんが「えるぼし」、これは実

績に対して評価されるものということでよろしかったでしょうか。「くるみん」

ですと、行動計画に対して達成したかどうかというところだったかと思うので

すが。 

 

【小林氏】 

計画を作って出していただくのが前提条件にはなりますが、計画の中身は関

係なくて、実績を基準に考えます。 

 

【フロア質問者】 

ありがとうございます。もう１点は、学生さんが就職活動の時の参考の資料に

というお話があったかと思いますけれども、実際に厚生労働省の方から、学生さ

んにはどういうふうに広報がなされているのか。実際に学生さんとお話しして

ても知っている子は知っているんですけど、まだそうじゃない子もずいぶんあ

るかなと思いまして、どういった広報がされているのかなというところを教え

ていただきたいのですが。 

 

【小林氏】 

広報はいろいろな機会でしているのですが、文科省に依頼して、文科省から各

大学に通知してもらって、大学でご紹介していただくというのが一般的なルー

トだと思っています。あと今年度の予算で、就職サイトにリンクを貼ってもら

い，就職サイトから飛んでもらうような形にできないかなというのを事業とし

て考えています。 

 

【フロア質問者】 



就職サイトというのは、リクナビさんとかマイナビさんとかですか。 

 

【小林氏】 

はい、そうです。 

 

【フロア質問者】 

ありがとうございます。 

 

【座長】 

まだ皆さんあろうかと思いますが、時間がまいりました。先生どうもありがと

うございました。 

 

【座長】 

 それでは第２演題目の基調講演に移らさせていただきます。２演題目は愛知

大学の地域政策学部教授で、日本女性科学者の会の会長でいらっしゃいます、功

刀由紀子先生にお願い致しました。 

功刀先生の略歴を簡単にですが、ご紹介させていただきます。 

あと申し遅れましたが、このシンポジウムは功刀先生が会長であられる女性

科学者の会の共催もいただいております。 

 功刀先生は、京都大学農学部をご卒業のあと、博士課程で博士号を取得された

のちにマックス・プランク実験医学研究所の研究員、そののち私立の薬科大学の

教員を経て、1995 年愛知大学教養部に着任されました。2008 年から 2011 年に

かけて教学担当副学長を務められております。2011 年度から地域政策学部教授、

専門は食品生化学、食品安全論、2015 年より一般社団法人日本女性科学者の会

の会長に就任されております。 

著書と致しまして、私も拝読させていただいたことがあるんですけれども、

「性差の科学」という本や「生命のフィロソフィ」という生命科学に関わる興味

深い著書を出版されていらっしゃいます。今日はここにございますように「キャ

リア形成における多様な視点」ということでお話しをいただきますが、その前に

メッセージをメールでいただきましたので、紹介させていただきます。 

 「研究環境が変化した時、それまでのキャリアを継続させるには、往々にして、

たいへんな困難が伴います。研究環境の変化にめげない、多様な価値観を持つリ



ケジョのイノベーションを提案します。」ということですので、力強い応援を頂

けることと思います。どうぞよろしくお願いいたします。 

 

 

キャリア形成における多様な視点 

愛知大学地域政策学部教授 日本女性科学者の会 会長 

功刀 由紀子 氏 

 

 皆さまこんにちは。愛知大学の功刀と申します。ただ今、永澤先生から過分な

ご紹介をいただきまして、ありがとうございました。 

 最初に、今日はこのような貴重な機会を与えていただきました。私自身実は、

このパワーポイントを作っていて、いろいろと自分の今までの人生の総括がで

きたなと思っておりまして、非常にうれしく思っております。ただ前の小林先生

のお話とは違って、「キャリア形成における多様な視点」なんてかっこいいこと

を書いていますけども、実は自分が今まで何をやってきたか、結局やってきたこ

とは本当にしぶとく、図太く生きてきたな、仕事を続けるためにはいろいろなこ

とを考えながらやってきたなということを改めて感じまして、皆様方には、私の

この講演がどこまで参考になるのか、非常に不安で、特にこの後ワークライフバ

ランスのパネル討論もございますが、そちらと全然話がつながらないのじゃな

いかと思っていささか心配はしております。非常に自分勝手なお話になるのじ

ゃないかなと思いますが、最後までご辛抱願えたらと思っております。 

 それで「ライフイベントを乗り越えて」という今回のタイトルの中で、ライフ

イベントというのは、やはり結婚、出産、子育て、介護というようなことですが、

私自身はその結婚・出産・子育て・介護は非常に大変でしたけれども、それにプ

ラスしてですね、いくつか自分自身、決断が必要な時がありました。 

いま永澤先生が読み上げてくださいましたように、いわゆる研究環境の継続

が非常に困難な時に一体どうするか。結局はそこにとどまるか、あるいは新天地

を求めるかという選択でした。新天地を求めた結果、研究テーマががらっと変わ

って一貫性が欠如しました。さらにはですね、実は３回決断をしたのですが、３

回目は、研究の方向性や分野も変更しました。ですから今、女性科学者の会の会

長を去年から拝命していますけれども、本当に科学者かと言えるようなところ

はあります。確かに研究テーマの一貫性が欠ける、欠如するのは、研究者として



研究を継続していくということに関しては、好ましい状況ではございません。業

績評価の際には、研究テーマがバラバラであり、一貫性がないというのはよく言

われることですが、ただ、それを押してでもやはりずっと研究者として続けたか

ったというところが、私の、今あるところだと思っています。 

 それで、私の履歴書という、お前の履歴書なんか聞きたくないわとおっしゃる

かもしれませんけれども、３回決断をしたということをここに書きました。 

京大の博士課程を出て学位を取りまして、すぐに結婚をしました。これが、第

１回目のイベントですが、ここでまず決断をしました。２回目の決断は、ドイツ

に短期間留学をして戻ってきて、某薬科大学で 10 年近くお世話になりました。

非常にいい大学で、周りの先生方も非常に良かったんですけれども、この２回目

の決断で、泣く泣く出ざるを得なかったということです。1995 年から今の愛知

大学の教養部に移りました。研究者として続けるためには、教養部というのはは

っきり言って非常に研究環境が悪いところです。しかも愛知大学というのは文

系の大学でして、理系の学部はございません。ですから、文系の学生に対する科

学教育を行うという、３回目の決断というのは、本当にすごい決断を私はやって

きました。しかし、この大学はなかなか面白い大学でして、それとこの３回目の

決断の時に、自分は結構文系の学生に科学教育を行うことに、なんと言うのでし

ょうか、興味を持ったと言いますか、いろいろとにかく面白いなということが分

かりました。自分にはこんなことができるんだと、ここで自分の中で今まで知ら

なかったことを発見し、この間 20 年近くお世話になっているという状況です。 

 まず１回目の決断では何を決断したかと言う前に、私が学位を取った際のテ

ーマを少しだけご紹介致します。この説明がないとなぜそんな決断をしたのだ

ということがよく分からないのですね。 

私は農学部で学位を、農学博士の学位を取りました。学科は、食品工学科とい

う学科です。もともと農芸化学科から分かれた学科です。周りはいわゆる生化学

系のことを研究している教室ばかりだったんのすが、私が入った酵素化学研究

室は、物理化学のことしかやっていない、教授も理学部の化学出身の先生でし

た。テーマは、「タンパク質性プロテアーゼ阻害剤のタンパク化学的研究」でし

た。何をやっているんだという訳の分からないタイトルですが、要するに、

Streptomyces subtilisin inhibitor、SSI と略しますけれども、このタンパク

質が、大阪府立大学農学部で抽出されました。非常に面白いタンパク質だと言っ

て、私が入った研究室の教授に、大阪府大農学部の先生が持ち込んだそうです。



面白い理由というのは、マッチ棒のような大きな結晶ができるのですね。今から

もう 30 年も前のことでして、まだ遺伝子がどうのこうのという話ではなくて、

若い学生さんたちはびっくりするようなことかもしれませんけれども、タンパ

ク質の一次構造は、タンパク質をペプチド鎖に切断し、末端からアミノ酸を一個

ずつ切って同定するというような状況でした。それから、結晶ができるというこ

とは、三次元構造をエックス線結晶解析から決定できます。あの当時、エックス

線構造解析というのは、非常に難しかったのです。それは良い結晶ができないこ

とにありました。ところが SSI は、もうゴロゴロ結晶ができるので、エックス線

結晶解析が容易にできるということで早速、一次構造から二次構造、三次構造の

決定までを含めたタンパク質化学的な、主に構造を調べるプロジェクトチーム

を教授が作りまして、これで科研費を延々と十何年、大型の科研費を取っていま

した。 

そのチームの中で私がいた研究室は何を研究していたかというと、反応機構

を調べていました。このインヒビターが阻害をするプロテアーゼ、サティライシ

ン BPN’との結合反応について調べていました。このプロテアーゼは、実は商業

的には非常に有名なプロテアーゼでして、洗剤の中に添加され、タンパク性の汚

れを取る、そういうプロテアーゼとして利用されていました。 

 ところがですね、反応機構の研究と言いましても、私がいた酵素化学研究室の

メインテーマは何かといいますと、ストップトフローというものを使った高速

反応研究だったのです。恐らくというか、私非常に自信があるのですけど、今こ

こにいらっしゃる皆様の中で、ストップトフローなんて聞いたことがある方は、

恐らく一人もいらっしゃらないと思います。もしいらっしゃったら、ちょっと手

を挙げてください。あ、いらっしゃいますか。ありがとうございます。非常にう

れしいです。 

 ただ要するに何をやっているのかと言いますと、ちょっとこれ見にくいので

すが、装置はこんなでっかい装置なのですが、主要な部分はここだけです。あと

は光学系の検出装置部分と、これはモニターなのですね。二つの液を、二つの

別々のシリンジに入れておいて、それらを窒素ガスでパーンと高速に押し出し

て混合し、その混合後の変化を調べるわけです。二つの液、例えば酵素と基質を

入れておくと、この混合液中で酵素反応が進んで行きます。その反応の進み方を

光学的な変化、蛍光や吸光度の変化としてとらえていくということです。それで

何が分かるのかというと、酵素反応の前定常状態、あるいは遷移状態で、どんな



ことが起こっているかが予測できます。酵素と基質が、最終的に酵素と反応生成

物に変化するのですが、その間に一度酵素と基質が結合し、その後分解される、

その間にどのような中間状態がいくつあるのかということを、この光学的変化

から解析をするという、そういう研究です。 

 この研究はあくまでも、こういう遷移状態がいくつあるかということが分か

るだけであって、それぞれがどのような性質を持っているのかなんていうのは、

全く分かりません。それは、別のデータから分析しなければいけないわけです。

ですから何を調べているかというと、それぞれの反応速度のｋオン（ｋon）やｋ

オフ（ｋoff）を一生懸命調べているということなんです。私自身は、SSI と酵素

の結合速度や SSI の酸によるタンパク質構造の変性などを調べました。こうい

う反応カーブから、酸変性にはこういう中間状態がいくつかあるという、非常に

物理化学的なことをやっておりました。 

 その結果として、私自身学位論文を書いていて、なんとなく不満であったこと

は、このインヒビターに何か生理活性があればよかったんですけれども、当初は

抗炎症作用のような生理活性があるんじゃないかということで、製薬会社との

共同研究の話もあったのですが、結局生理活性は何も発見できなかったことで

す。私の先生も含めたプロジェクトチームの方々は皆さん物理化学系出身の

方々でしたので、タンパク質の構造研究が面白いと言って研究していました。私

自身は農学部で物理化学的な研究を行うことに、非常に違和感を持ちました。そ

れで学位論文だけは書いたのですけれども、もう少し別のことをやりたいなと

いうことがなんとなく、心の中にありました。 

学位を取り終わってすぐに結婚しまして、ですが、ポジションはなかったわけ

なので、学振、あの当時奨励研究員と言っていたと思うのですけれども、今の特

別研究員とは全然違う、もう月 10 万円くらいの研究費ですから、とても研究が

できるわけではなく、オーバードクターをやりつつ自分で就活をしていました。 

その中で、ついに自分も考えなければいけないなということで、私は一体、ど

んな実験スキルを持っているのかと考えた時に、ストップトフローしかないじ

ゃないかと。さらに、駆け出しの OD が大胆にもですねストップトフローという

方法論は求められていないスキルであると判断してしまったのです。というの

も、日本全国どこを探してもストップットフローをメインにしている研究室は

なかったのですね。私がいた研究室だけで、日本中の酵素反応を研究している多

くの先生方が、自分のやっている研究の一部分としてストップトフローを使い



たいということで、装置を借りに来ていました。ですから、さまざまな先生方と

お話はできるのですけれども、結局は、そういう程度と言ったら語弊があるかも

しれませんが、そういう程度のスキルなのです。それを抜いたら私には一体何が

あるのか、何もないじゃないかと。これはいかん、農学部にいたにもかかわらず、

例えば動物実験もやったことがなかったのです。そういうことをきちっとやら

なければいけないということで、じゃあどうせなら留学をしましょうと思い立

ちました。 

いろいろ調べてフランスの INSERM(フランス国立保健医学研究機構)に所属し

マルセイユにある研究機関の先生に手紙を書きました。そしたら承諾されたの

ですが、今年は OD の人件費がないので、フランス国費留学生の試験を受けてき

なさいと言われ、一生懸命フランス語を勉強して合格しました。ところが指導教

授に行ってきますと言ったら、潰されてしまいました。 

それでもう仕方がない、だったら国内留学をしようということで、京大は医学

部がございますので、医学部の微生物学関連の教室の扉を叩きました。そこは免

疫化学を研究している先生でしたので、動物実験から抗体をつくる免疫化学の

手法を勉強させていただいて、２年間ほどお世話になりましたし、論文を２本ほ

ど書かせてもらいました。 

 そんなことをやっているうちに、実は主人がドイツに留学することになりま

した。これは仕方ないなと思って一緒にくっついて行きました。今から 30 年前

ですから、皆さんまさかと思うかもしれませんが、行った先でウエスタンブロッ

トの手法を勉強させてもらえました。あの当時はまだ珍しかったんですね。抗体

を使って検出しますので、抗体を作ることを勉強していたことが非常に役に立

って、膜タンパク質の老化について少し勉強してきました。 

ドイツから帰ってきて助手として就職し、３年ぐらいたって長男を出産する

というイベントが起こったわけです。ドイツにいた時主人は１年で戻されてし

まったんですね。２年間留学する予定だったのですが。それで主人だけ先に帰っ

て、私はどうせ帰っても OD ですから、ポストがありませんから、ドイツでその

まま残って実験をしていました。 

京都に戻ってきたら、今度は主人が福井大学に出て、私は京都と、とにかくず

っとすれ違いです。子どもが生まれて主人がいませんので、どうしようかという

ことで、私の実家の母親に同居してもらいまして、それでなんとかこの出産につ

いては乗り越えてきました。 



がここで実は、２回目の決断を迫られました。何があったかと言いますと、薬

科大学に農学部出身が教員として在籍することの困難さを日々の研究生活で周

囲から強調されました。今では当たり前のことですが、当時は女性の場合、特に

差別される状況であり、出身学部によって何がそんなに違うものか理解できず

に困惑が続きました。 

 もう研究が続けられなくなりましたので、これは致し方ないということで、い

ろいろな友人や知り合いの先生に相談をしたところ、外資系の製薬会社の研究

所と愛知大学のどちらかを選択することになりました。ここで研究所の方が、大

胆にも研究所長のポストだったのですね。そこで本当は自分自身に自信があれ

ば良かったのですけど、助手を 10 年やっていた時に研究以外で意思決定をする

というプロセスを勉強していないんですね。研究所長になったら相当の意思決

定をしなければならない。そのことに対して自分は自信がなかったといいます

か、トレーニングもなしでいきなり入ってしまうことが非常に難しいなと思っ

て、大学を選択しました。 

ここにキャリアパスとして、アカデミアから離れることへのマイナス思考と

書いていますけど、やはりこういう雰囲気というのは、当時多大にありました。

ですから、学位を取って、大学でたとえ助手であっても研究を継続している人

が、アカデミアから離れるということは少しマイナスだよ、というようなことを

言われたのですね。私自身も明確には気付いていなかったのですが、心のどこか

でアカデミアから離れることに不安を持ち、愛知大学へ行って教養部で学生の

教育を始めました。 

 これが３回目の決断なのです。その前に、１回目の決断というのは、確かに自

分で勝手に飛び出したということですから、自分で決めた決断なのですが、２回

目はさすがにここに理不尽な理由と書きましたけれども、自分では納得できな

かった理由で決断をせざるを得なかったということです。３回目は愛知大学に

移って、これは自分自身を変革して、こういうことができるのだということで自

分の変革にもつながった決断をしました。 

とにかく文系の大学ですから、大人数講義に振り回されましたけれども、どう

やって彼らに理系の素養をつけたらいいのだろうと考えました。授業に行って

非常に面白かったのは、学生さんは自然科学に対して頭と言いますか思考を停

止していますから、要するに私から見たら学生が全員後ろを向いているように

見えたのですね。私は彼らを、後ろを向いている彼らをどうやってこちら側に向



かせるか、どんな工夫をしたら向いてくれるだろうか、ということで、それがで

きたら非常に面白いなと、むしろそれに注力をしました。 

それで FD 研修などを受けに行って、いろいろなことを言っているうちに、な

ぜか FD の研修の委員会の委員にさせられてしまったのですね。この時思ったの

は、私以外の研究者、FD の委員の方は、皆、大学教育の専門家なのですね。私

自身は理系の全く専門外の人間なのですけれども、今まで学位を取るまでに努

力してきた、あるいはトレーニングされてきたいろいろな能力から出てくる発

想に基づく意見を言うと、意外とそれが通じるんだということが分かりました。 

 研究の継続については、京大の農学部にいた当時お世話になった別の研究室

の先生がたまたま名古屋大学に移籍されていましたので、その先生の支援を受

けて、少しずつ研究、実験はしていましたが、どうしても実験研究からは遠ざか

ってしまいます。ですから、もうこれ以上は皆さんにご迷惑をかけることはでき

ない。しかしながら、少し実験研究から遠ざかっても、理系だよと言えるような

ことができるような方向性、あるいは分野がないかなということで模索を始め

ました。とにかく、もう実験からは少し離れましょうということは決めました。 

 そうしたところ、たまたま幸運だったと思いますけれども、大学の後輩で、食

品安全に関わる研究をやっている方が日本に戻ってきたんですね。ちょうど当

時 BSE の発生が世界的に問題になっていました。Codex 委員会といって、FAO と

WHO が合同で設置した委員会が、委員会の加盟国に対して食品安全に関する企画

や政策決定の方法論といいますか、具体的な考え方を策定していました。それに

基づいて日本でも 2003 年に食品安全委員会が内閣府の中にできたわけです。そ

の準備のために、Codex 委員会の事務局で７年間半活躍していた山田由紀子さん

という方を農水省がヘッドハンティングをして、日本に呼び戻しました。彼女が

自分に協力してくれる人を探していたところ、たまたま息が合って、では一緒に

やろうじゃないですかという話になって、もう方向性を変えることに決めまし

た。 

 この山田さんが言うには、食品の安全というのは、日本ではずっと農業経済学

者が扱っていたらしいんですが、そんなのではとてもだめだ。食品というのは、

当たり前ですけど生物化学的な側面というものをきちっと理解できて、なおか

つ政策の話もできるような、行政ができるような人が必要なのだ。イギリスの食

品安全機関では、２種類の博士号を取っている人、生物・医学系と法学系、こう

いう人たちが職に就いていますよということを言われ、そうかじでは私も法学



の学位でも取ろうかなと思いつつ、方向性を変えました。 

 そこで自分に言い聞かせるようにして、方向性を変える時に考えたのが、やは

り博士号を取得して研究者として PI、プリンシパルインベスティゲーターを目

指す、大学ですと教授ですね、これを目指すということは、まさに王道であって

理想だと思います。でもなかなかすべての研究者がそういうことができない時

に、研究室だけが活躍の場だろうかというと、いやそうではないだろう。これか

らはいろいろなところで活躍できるんじゃないか。先ほども言ったように理系

で培ってきた能力、特にですね、観察力やデータ分析力、それから推測力、こう

いった能力はどこででも役に立つ。結果的には副学長まで拝命をしましたが、大

学行政もいろいろやらされました。大学行政の中でもこういう能力というのは、

意外に役に立つんだということが分かってきました。 

スライドの下３行は、ここは非常に個人的で、食品ということが、農学部出身、

食品工学科出身ということであれば、出身とつながっているなということがあ

りまして、実験から離れても自分としては、なんとなくルーツはまだ残っている

なとこの段階では言い聞かせるようにして方向性を変えました。 

 その一方で、大学内では、私は教養部に入ったのですが、あの当時、文科省か

ら大綱化ということで、教養部解体が全国の大学、特に国立大学で実施されてい

ました。愛知大学の教養部は、私が行って２年目に解体されましたが、次の問題

として教養教育をどうするかということです。そこで教養部に代わる組織をつ

くりまして、その組織の長が教学部長といって、言わばもとの教養部長のような

立場だったのですが、それにとにかく長年携わりました。 

その結果として副学長になったわけですが、副学長になった時に私の２代前

の副学長からの懸案事項がありました。それは新しい学部を一つつくれという

ことでしたが、なかなかうまくいかなかったわけです。私には、その時の学長か

ら理系の学部をつくってくれと言われました。また大胆なことを考えるなと思

ったのですが、大学の設立趣意書に将来農学部をつくると書いてあったのです

ね。ですからこれを実行したいと、同窓会からも言われました。が、大学の様子

を見て、絶対無理だと思いました。でも、致し方ないので少し農学部を変形した

学部を構想して提案しましたけど、あっさりと却下されました。誰が却下するか

というと、教員が却下するのですね。いわゆる文系出身の先生が 95％ですから、

理系はお金がかかると反対されました。非常によく分かるというか、分かりやす

い反応で、却下されました。 



これは予想通りでしたので、ではということで、とにかく私が副学長の間に新

しい学部をつくろうと決意しまして方針を変え、今私が所属しております地域

政策学部という学部をつくりました。今年で７年目ですが、受験生が毎年増えて

いまして、しかもちょうど地域ブームの今、多くの大学に地域と名のつく学部や

学科ができているような状況になっておりまして、言ってみれば、地域ブームの

先取りだったのかなと思っています。 

 この地域政策という学部をつくったもう一つの理由は、愛知県、特に豊橋、田

原地域では農業が盛んです。ですから地域政策ということであれば、農業政策、

環境政策、あるいは食品政策が行政として重要であり、理系に関わるような知

識、学問も、学生さんたちに政策ということを絡めて講義もできるし、勉強もし

てもらうこともできるということで、愛知大学の中では、少し理系、実験はやっ

ていませんけれども理系に偏ったような学部になるだろうということを予測し

たと言いますか、願ってつくったということです。 

 ではその間に研究の方はと言いますと、先ほども言いましたように Codex 委

員会から戻ってきた山田さんと一緒に食品安全の話を農水省や厚労省の方と一

緒になって、勉強会をつくったりして続けておりました。 

 それから、地域政策と食品安全研究との接点を探しました。今、豊橋、田原は、

農産物、特産物の輸出に力を入れています。日本の食品、特に果物は、輸出先で

売れるんですが、その売れる理由がやはり安全ということなのですね。日本の食

品は安全だという認識です。ということは、私の研究とうまく繋がるかもしれな

いと考えました。そこで、昨年シンガポールに行って、ここにちょっと写ってい

るのが私ですけれども、実際に、柿、豊橋の次郎柿を現地のスーパーマーケット

で販売しているところも見てきました。ここに柿が写っていますが、この柿、確

かに大きくて立派なのですが、日本だったらせいぜい 300 円ぐらいですよね。

それがこの時バーゲンセールでは１個 750 円で売っていました。ところが普段

は 1500 円で売っています。でも売れるのです。富裕層がどんどん買って行って

くれる。だからこそ安全をどのようにアピールしたらいいのかということを、一

緒に模索をしているところです。 

 このように研究分野を変えたのですが、そこで自分自身に課題が出てきまし

た。やはり自分は、研究者で研究を続けている意識があるわけですね。ところが

実務と言いますか、績が伴っている分野ですので、研究評価とか論文評価が確立

をしていません。例えば、学会発表や論文投稿をしようかと思った時に、どこに



出していいのかよく分からない。農学関係の学会誌における食品安全分野の主

要なテーマとして、国が決める規制値、例えば残留農薬の規制値が挙げられま

す。その決定プロセスでどのようなことをやっているかと言いますと、自分でデ

ータを出すのではなくて、他人が出した実験データ、主に農薬製造企業が収集し

た農産物中の残留農薬データを統計処理し、そこに経験値も入れて、最終的なデ

ィスカッションをして規制値を出しています。このようなプロセスや規制値決

定における課題を論文に書いて出すと、オリジナルデータではないと言われて

戻ってきました。確かにそうです。となると、どうしたらいいのだろう、つまり

論文が書けなくなってしまったということなんです。 

 ただ最近になって、ようやく日本リスク研究学会がレギュラトリーサイエン

スを取り上げることになりました。薬学会では随分早くからレギュラトリーサ

イエンス部会がつくられており、非常にうれしいなと思っており、学会発表がで

きると喜んでおります。当然ですが、実験系の研究論文の評価は、アウトカム評

価のみです。ですから、今扱っているようなこと、他人のデータを扱った方法論

的研究は実務の一環であり研究ではないとの評価です。プロセス評価のような

こともやってもらいたい。ですから研究評価の方法や基準が広範囲に確立すれ

ば、私のような今の立場、動き方っていうのも、研究者としての多様なキャリア

として認められることができるのではないかと考えています。今の段階では、ま

だなにかアドバイザーのようなことしかやっていない不安をずっと持っていま

す。 

 それからもう一つ、文系大学に移籍した際、自分は意外と理科教育を面白いと

思う発見があったのです。ですから、サイエンスリテラシーと言いますか、これ

は愛知県の男女共同参画センターから頼まれた親子の科学教室ですが、こうい

うことにも関わっています。この時は親子の科学教室ということだったので、じ

ゃあ講師も親子でやったらということで、旦那と子どもを連れて行きまして、身

の回りの出来事を科学的に理解する科学の素養、理科教育というよりは、最近言

われている自然教育についても関心があります。この時驚いたことがありまし

た。ヨウ素デンプン反応を取り上げたのですが、小学校では以前からヨウ素デン

プン反応を勉強しています。しかし最近では、あくまでも机上での学習のみであ

って実験はしないということらしいんですね。以前はご飯粒を噛んで実験して

いたのですけど、噛んだものを口外に出すのが汚いということで、こういうこと

はもう学校ではできないんだと言われました。この時は、アミラーゼを溶かして



やりました。ちょうど小学校の先生が参加されており、アミラーゼを使えばいい

んですねと、早速試してくださったそうです。 

 それから最後になりましたけれども、日本女性科学者の会とはどのようなこ

とをやっているのかといえば、多様なことをやっております。今日は、ちょうど

前会長の大倉先生もそちらにいらっしゃっていますので、また大倉先生にもお

聞き願えればと思います。本日は、一つだけ女性科学者の会の事業を紹介致しま

す。内閣府の採択事業として、女子中高生を理系分野に進学させようという進学

促進と啓発を目的とした活動を、４年間実施しています。４年目とは今年です

が、先週採択の通知が来ましたので、４年間連続で実施できることになりまし

た。この写真は昨年、長崎国際大学の薬学部を会場として、会員である薬学部の

先生が主体となって行ってくれた写真です。こういうようなこともやっており

ます。 

私自身は、このようなことをずっと続けているわけですけれども、その中で、

第１回目の決断、とにかくODの時に就活をしながら考えた、そのことが実は今、

非常に状況が変わってきました。当時私は、指導教授に怒られながら研究室を飛

び出したような状況だったのですが、今はそんなことをやらなくても、例えば学

振の特別研究員制度というのは、同じ研究室で研究を続けてはいけないよと言

われているわけですね。ですから、研究交流が非常に推進されていて、いろいろ

な研究機関で多方面の勉強をすることが推進されています。 

 ですから私自身、非常にいい世の中になっているな、状況になっているなと思

っています。それから文科省もいろんな補助事業を始めていまして、これは物理

学会が取り組んだ話を書いてきました。特に OD が非常にたくさんいる物理学会

とか応用物理学会では、学会が文科省から補助金を取って、学会の事務局内にキ

ャリア支援センターを設置して就職先といいますか、研究を続けることができ

るような就職先を紹介することが始まっています。この話は平成 18 年の話です

が、それ以降も物理学会が平成 19 年に補助金を取った時のレポートをここに詳

しく書きました。一つだけ面白いなと思ったのは、今でもやっているそうですけ

ど、物理学会の方が就職先を探している時は、学会での発表ポスターやスライド

にこのマークを貼り付けるのだそうです。双眼鏡でのぞいていますけれど、これ

が就活中だというお知らせなのだそうです。できるだけ学会には企業に来ても

らい、企業がこのマークを付けている方にアクセスをしてマッチングをするこ

とを促進しているということだそうです。 



 同様に補助金をもらって、平成 18 年度から名古屋大学でもビジネス人材育成

センターを設置しています。これは今でもずっと続いておりまして、いわゆる博

士号を取った方たちのキャリア支援課ということで続けているそうです。ここ

でなぜこれをスライドにしたかといえば、多様な発想、発想の転換という多様な

視点から、あるいは多様な発想で自分を生かそう、自分を発見しようとアピール

しており、この方向性は、私が１回目の決断の中で考えたことを、今はシステム

として整えてくれており、今の方々は、自分で考えなくてもかなりお膳立てがで

きているなと思っています。 

 それからさらに、企業でリーダーとなるためにはトレーニングが必要だから

ということで、そのリーダーをトレーニングするモデル、演習モデルを開発する

ような、こんな補助金も文科省は出しているそうです。このようなモデルがあっ

たら、私自身２回目の決断の時にまずこれを受けて、研究所長になるための自信

を少し持つことができていたら、外資系のあの製薬会社に入社したかもしれな

いなどと考えてしまいます。 

 ですからいろいろな選択ができるようになったということが、今はいい時代

だと思っていますし、文科省ではずっと同じような取り組みを続けてもらいた

いものです。 

それで、タイトルに挙げた「キャリア形成における多様な視点」ということで

すけれども、主に、自分自身がオーバードクターの時にいろいろ考えたことを、

博士号を取った方にということで、ここに書いておきました。多様な視点を持つ

ことについて、せっかく博士号まで取ったのだからアカデミアから離れたくな

いという意識が非常に強いと思いますが、それを離れなさいよと言っているの

ではなくて、とにかく広い視野を持って、自分が持っている可能性をどんどん広

げていくことを積極的に試すことをお勧めしますということです。 

私自身も３回目の決断の時に、ああ自分にこんな興味があるんだ、こんなこと

ができるんだということを発見し、それで研究分野を変えたところがあります

ので、企業だけではなくて、今、私自身大学行政や地方自治体と協働する中で、

行政でも活躍する場があるということを非常に強く感じています。特に、政策決

定の場に理系の知識とセンスは非常に必要じゃないのかなと実感しています。 

OD 時代に感じていたのは、OD というのは、確かにマンパワーなんですね、研

究室の。ですから往々にして、教授のために論文を書いている気分にもなりま

す。単なるボランティアかという気分になってきます。そうなるとアカデミアか



ら離れたいと思うのですが、でもそれはマイナスだよという雰囲気が、今でも学

会の中には残っています。それは今や払拭しないといけないんじゃないのかな

と現在感じています。しかし自分自身を振り返った時には、結局は大学を足場と

して決断してきたなという、この辺は自分自身に言い訳といいますか、二律背反

しているところがあるなとは思っています。 

 ただキャリアパスの多様性を形成するためには、やはりいろいろなところで、

いろいろな方々、いろいろな方面の、特に私が思うのは大学、それから学会です

ね、学会の意識改革が必要と考えています。それから研究者自身、特に自らの意

識改革や意思決定力、これをきちんと勉強と言いますか、トレーニングしておく

必要があるんじゃないかと思います。意思決定というのは、いろいろ小さなこと

から大きなことまでありますけれども、どんどん経験を積み重ねていくに従っ

て、大きな意思決定をやらなければいけないわけで、結局、ここができないと教

授にもなれないし、研究リーダーにもなれません。 

 ただこういうことを意識改革なんて言っていると、単なる感情論で終わって

しまうわけで、そうではなくて、今、決定的に抜けているなと思っていることは、

構造改革が抜けていると考えています。ですから私の前の小林先生の話を聞い

ていて、なるほどなるほどと、非常に腑に落ちてうれしかったのですが、いろい

ろな分野での人材獲得制度や、それから業績評価というようなところで、制度設

計やシステム設計といった構造改革をきちんと的確に行う必要があります。特

に、行政でも活躍する場があると私も言いましたけれども、でも今の行政、特に

地方自治体での人材採用システムは、いわゆる公務員採用制度が残っていたら、

博士号を取った方は年齢制限で採用されないわけです。ですから、もっと柔軟な

人材採用システムを考えなければいけないことを、痛烈に考えております。意識

改革というのは最初にいつもに言われるのですけれども、根性論ではなくて、も

っとそれぞれのところでの構造改革を同時にきちんと考えていかないといけな

いのでしょう。特に研究評価、人材育成、人材獲得制度というようなところのシ

ステムを変えていかない、意識改革も進まないと思っています。 

 ついでに、最後にしょうもないことを書いてきまして、博士になるとですね、

昔は「末は博士か大臣か」だったんですが、これからは「末は博士も大臣だ」と。

これは欧米では当たり前のことで、ドイツのメルケル首相が物理学の博士号を

持っていますし、サッチャーさんも亡くなりましたが、オックスフォード大学で

は化学を専攻しており、卒業後は企業でアイスクリームの研究をしていたそう



です。是非日本でも、こういうことが当たり前になることを願っています。 

 どうも雑駁なといいますか、自分勝手な話で終わりましたけれども、ご静聴あ

りがとうございました。 

 

【座長】 

 功刀先生ありがとうございます。非常に生々しいキャリア形成で、これからド

クターコースの女子学生とか、ここにいますけれども、今の時代はまだだいぶ違

っていますから、希望を持ってできると思います。一つだけ質問、もしよろしけ

ればどなたか。 

 

【フロア質問者】 

どうもありがとうございます。私も大学、大学院の研究から、就職したところ

も違いましたし、そこでは 15 年間、私は助手として勤めたんですけれども、教

授の退官に伴ってどこかに行かなきゃいけないとか、そして企業に移ったわけ

ですけれども。先生は３つの決断をされました。その時の決断をした基準といい

ますか、ご自身の根拠となる、こういう観点で自分はこういう結論を出したとい

うその基底みたいなことがあったら。私もいろいろとそういうライフイベント

の決断から研究環境の決断もしまして、今振り返って考えることは、企業のいろ

いろな分野で活躍させていただいているんですけれども、そういう経験が全部

商品開発とか、そういったところに反映されてきたなというのを実感として感

じています。決断をする時の根底みたいな、先生の価値観みたいなものを教えて

いただけたらと思います。 

 

【功刀氏】 

 ありがとうございます。その時々はですね、何を根拠に何を判断基準にしてい

たのか、なかなか難しいのですけれども、今こう３つ並べてみて思うのは、その

時とにかく、この踏み出した時にその先自分はその状況をずっと続けていける

だろうかどうかということなんですね。とにかく私としては、しぶとく生きてき

たと思っています。 

 絶対にやめないぞというのが、私のとにかく一つだけの信念なんです。だか

ら、やめないためにはどうするか。その時におそらく、主人にも子どもにも周り

にも迷惑を掛けたと思うんですけれども、その迷惑を最小限に本当はしなけれ



ばいけないなということで、２番目にはそこを考えたんですね。ですから、本当

の判断基準って、基準なのかどうか分かりませんが、非常に独りよがりの判断基

準ですけれども、絶対にやめないぞというそれだけです。確かに私もそれぞれの

ステップでいろんなことをやってきたことが、全部いいことにつながっている

と思っています。決して無駄なことはなかったと思っています。 

 

【フロア質問者】 

ありがとうございます。 

 

【座長】 

まだあろうかと思いますが、先生の今までのキャリア形成のパワーを一部、今

日われわれにもエネルギーをいただき、どうもありがとうございました。 

今後もますますわれわれを引っ張っていってください。お願い致します。 

 

【司会】 

今日はアンケートの紙が皆さんのお手元にあると思いますが、ぜひこれも記

入していただければと思います。 

 ここで数分間のパネルディスカッションの準備をさせていただきます。 

 

 

パネルディスカッション 

本音で語ろう 私たちが目指すワークライフバランス  

 

モデレーター  

岐阜薬科大学教授  永澤 秀子  

パネリスト  

  岐阜大学応用生物科学部助教 安藤 正規  

  岐阜女子大学家政学部講師 伊佐 保香  

  岐阜薬科大学講師  伊野 陽子     

  岐阜大学流域圏科学研究センター准教授 小山 真紀 

  アピ株式会社長良川リサーチセンター主任 秦  健敏  

  アピ株式会社事業戦略室課長 丸山 広恵  



   

 

【モデレーター】 

 先生方、前にお願いします。 

短い休憩時間ですが、ご着席をお願いいたします。 

今日は若手の研究者の方々にパネリストになっていただいて、パネルディス

カッションを企画しました。若手の人がだいぶ残ってくださっていますけれど

も、本来は研究室を主宰する我々が意識を共有するということが非常に大事な

ので、教授でも残っていただけた先生方、ありがとうございます。先生方の研究

室では、きっとダイバーシティを推進していただけると信じておりますので、よ

ろしくお願い致します。 

今日のライフイベントのモデレーターを致します岐阜薬科大学の永澤秀子と

申します。どうぞよろしくお願い致します。 

 こちらにパネリストの先生方のお名前を掲げさせていただきました。このダ

イバーシティ研究環境実現イニシアティブの連携機関の先生方を中心に、男性、

女性にかかわらず参加していただきました。岐阜大学、岐阜薬科大学、岐阜女子

大学、それからアピ株式会社、この 4 機関の連携で本事業を採択していただき

ましたので、これらの機関の方々、特に若手の方々でわれこそはという方々にお

願い致しまして、「私たちが目指すワークライフバランス」ということで、パネ

ルディスカッションをさせていただきます。 

まず簡単にお一人ずつ自己紹介をお願い致します。じゃあこちら側から、どう

ぞよろしくお願いします。その際、家族構成、それから配偶者の方がフルタイム

で働いているかどうかなどについても少しご紹介いただければと思います。 

【パネリスト（安藤正規氏）】 

安藤正規と申します。岐阜大学の応用生物科学部の助教をやっております。 

家族構成は、妻と来月１歳になる娘の３人で暮らしています。妻は一般企業で

フルタイムで勤務しておりまして、家事を分担しながら今生活をしているとこ

ろです。よろしくお願いします。 

【パネリスト（小山真紀氏）】 

小山真紀と申します。岐阜大学流域圏科学研究センターの准教授をさせてい

ただいております。 

私の家族構成なんですけれども、ちょっと今というよりも、今までの流れを言



った方がいいかなと思います。私、結婚した時は別居で始まりまして、だんなは

民間企業で働いていて、なかなかお互いの居住地を合わせるっていうことが非

常に難しかったということがあります。結婚したらほぼ同時に子どもができま

して、単身で出産しました。一応実家の方で産んだりはしたのですが、基本的に

は別居です。その後、だんなの方が私の勤務地の方に転勤してきまして、おーや

ったね、一緒に住めるねと言って一緒に住んだんですけども、２年で今度は私の

任期が切れてまた別居と。で、今岐阜大に来るようになって、久しぶりにまた同

居ができて、５年ぶりに二度目の同居ができましたっていう状況です。よろしく

お願いします。 

【パネリスト（伊野陽子氏）】 

岐阜薬科大学薬局薬学研究室で講師をしております、伊野と申します。 

私は配偶者がフルタイム勤務でおりまして、あとは上の子が６歳で今年小学

校に入りました。下の子が今３歳で保育園に通っております。どうぞよろしくお

願い致します。 

【パネリスト（伊佐保香氏）】 

岐阜女子大学家政学部の伊佐保香と申します。よろしくお願い致します。 

家族構成ですけれども、配偶者も同じように大学職員です。現在子どもが４歳

と今ここにいまして、もう今年の夏には生まれますという状況です。よろしくお

願いします。 

【パネリスト（秦 健敏氏）】 

アピ株式会社長良川リサーチセンターに勤務しております、秦健敏と申しま

す。よろしくお願い致します。入社して７年目になります。 

家族の状況としては、妻と二人暮らしで結婚して３年になります。家事の分担

は、基本的には早く家に帰ってきた方がするというような形で大体分担しなが

ら生活しております。本日はよろしくお願い致します。 

【パネリスト（丸山広恵氏）】 

アピ株式会社の事業戦略室の丸山と申します。研究所の方で 14 年ほど勤務し

まして、そのあと今の事業戦略室という部署に移っております。 

主人は自営業ですので、基本的に自宅で設計の仕事をしております。子どもは

４歳になりましたが、毎日イヤイヤ保育園に行っております。本日はどうぞよろ

しくお願い致します。 

【モデレーター】 



以上のようなプロフィールの

先生方に今日パネルをしていた

だきます。６人中、５人の方が子

育て中、一人の方はこれからと

いうそういう状況ですが、全員

既婚者の先生方です。先ほどか

らいろいろなお話の中で、厳し

いワークライフバランスという

状況が皆さんの中でもちょっと

認識されたかなと思いますけれ

ども、特にこのイニシアティブ

事業は、研究職としてのキャリアアップということに主眼を置いたものですの

で、研究者としてのワークライフイベントというのをここにまとめております。

（スライド２）まず博士号取得、先ほどオーバードクターというのがございました

けれど、オーバードクターという言葉を初めて聞く学生さんがもしかしている

かもしれないですけど、とにかくまずは博士号を取得する。それから企業や大学

などへの就職を果たす、さらにチャンスがあれば留学をする、それから大学であ

れば助手・助教から、准教授、教授に昇進する。そのようなワークイベントの一

方で、このような結婚、出産、子育て、親の介護、これは皆さんにとってはピン

とこないかもしれませんが、そういうイベントをどのように配分して進んでい

くかということを今日は考えながら聞いていただければと思います。そしてこ

のような人生設計の中でどういうものが、今の世代の方々にとってのワークラ

イフバランスの理想であるかということ、さらにそれを実現するためにはどう

いうシステムが必要かということを議論してまいりたいと思います。 

 まず最初に挙手をしていただきます。自分と配偶者の家事への関与の割合に

ついてお聞きします。家事をほとんど私がやっている、100％、80％以上私がや

っているという方、手を挙げてください。あ、一人いらっしゃいました。それで

は配偶者の人が８割以上やっているという方、手を挙げてください。男性が多い

ですね。それではある程度、５割近くシェアしてやっている方、手を挙げてくだ

さい。素晴らしいです。パネリストは全員です。また会場の男性の方も半分やっ

てらっしゃる方もいるということがわかりました。 

今日お集まりの方はこういう構成だということをこの会場の皆さんに情報共

スライド２ 



有していただけましたね。パネリストの方々は、かなり積極的に家事にも参加

し、そして自分のキャリアも磨こうとしているいらっしゃる方、そしてだいたい

年代的には子育て真っただ中、もしくはこれから子育てをする、そして多分助

教、講師、まだ教授になろうと思っているけど教授になるのをこれからチャレン

ジする、というそういう状況にある方々です。 

字が見にくくて申し訳ないですが、あらかじめアンケートをパネリストの先

生方にさせていただきました。（スライド３）ここに書いてありますように、まず最

初のこの４項目ですが、仕事を行う上で、性別による不利益を受けていると感じ

ることがあるかないか、ないはグリーンですが、全員ないそうです。性別に不利

益を受けているという、それから所属機関の昇進に関して性別に不当な扱いが

あると感じることがあるかっていうことも、全員ないと感じてらっしゃいます。

採用に対しても不利益がない。 

こういう非常に良い結果のアンケート結果が得られておりますが、その一方

で、自分の健康に関して不安を持つことがあるとか、それから親などの介護に対

してこれから不安を持つ、それから仕事のために家庭や私生活が犠牲になると

いうふうに感じることがあるという方が、６人中４人いらっしゃいます。それか



ら子どもを持つことについて、まだこれから持つ、持たれた方々の中に子どもを

持つことをためらったことがあるという方、仕事を取るか子どもを取るかとい

う判断に悩んだことがあるという方も１人いらっしゃいました。 

それから家庭や家族の問題のために仕事を減らしたいと思うことがある、よ

くあるという方は半分いらっしゃいますし、家庭や家族の問題のために仕事が

制限されることがあるという方は６人中５人、そして家庭、私生活と仕事のやり

くりに苦しむことがある６人中４人、余暇や休養に充てる時間が足りないと感

じることがある、６人中４人。 

こういう性差による不利益がないと感じている一方で、先ほど小林洋子先生

からお話があったように、男女を問わず仕事の形態が、日本ならではの長時間労

働に苦しめられているという現状が、このアンケートから少し垣間見られるの

ではないかなというふうに思います。 

このような状況を改善する方策として、ここでパネリストの方々に少しご意

見をいただければなと思います。（スライド 4）実際にアンケートでは、このよう

な結果も出ているんですけど、育児をしながら働く場合に次のような職場の環

スライド 4 
 



境制度がどれくらい大事だと考えますか。これは、私の方で思いつくものを勝手

にあげたので、これにこだわらず、今言ったような長時間労働勤務に強いられて

いるような状況をどのように改善していくか、自分のワークライフバランスと

してどのようにそれに適応させていくかということについて、ご意見をいただ

ければと思います。まずじゃあ、こちら側で、安藤先生いかがでしょうか。制度

それから、自分の取り組み方ということでも構いません。 

【パネリスト（安藤正規氏）】 

研究テーマが多少皆さんと違う可能性があるので、ちょっと特殊性がある点

を言っておくと、私フィールドワークで野外に出て自然の環境の中でデータを

取ってくるのがメインなので、何をやっても自然は時間的に待ってくれないと

いうのがまずあります。なのでここはほかの方と違って、こうすれば時間が取れ

るのに、という時間的なやりくりの許される範囲がすごく狭いというのがあり

ますね。これを除いた、例えばデスクワークとかそういうもので言えば、子ども

が寝てからの時間は使えるかなと思っているので、日中に時間が取れない場合

はそこでこなすようにしています。このような事情を踏まえた上で、時間のやり

くりに苦しむことがあるというカテゴリーに分類されるかどうかは、判断する

人にもよるところかなと思います。    

【モデレーター】 

研究するうえで、論文を書くことなどは、ほとんどの先生方が多分、大学だけ

ではできないことなので、家に持ち帰ることはあることだと思います。家に持ち

帰った仕事に対して、例えば配偶者の方からクレームが出たりとか、そういうよ

うなことはございませんか。 

【パネリスト（安藤正規氏）】 

うちは、稼いだ方が少なくなるという割とシンプルなルールで家事の分担が

決まってまして。うちは配偶者の方が僕よりだいぶ稼いでますので、僕の方が家

事の分担が多くて、それをやっている限りは文句は言われません。 

【モデレーター】 

分かりました。それでは小山先生いかがですか。 

【パネリスト（小山真紀氏）】 

こうすればいいとかっていうのはないんですけれども、特に働く時に時間と

場所の制約が多いと、いろいろやりにくいというか。この時間にここに来てもら

わないと困りますみたいな仕事が･･･。研究のフィールドでっていうのはしょう



がないと思うのですが、会議にしろ、学会の委員にしろ、なんかいろんな仕事が

ありますよね。それがもう東京の人はいいんですけど、地方にいると必ず東京に

行かないといけないと言われると、とてもじゃないけど家庭なんてというよう

なことになりかねない。そういう時にオンラインで会議させてくれたりですね、

それこそ大学のリソースに家からアクセスできるとか、情報共有もクラウド使

ってもいいとか、そういうのをもっと緩めてもらえるとすごい助かるんだけど、

なかなかちょっとそこらへんが難しいですよね。働き方の制約を感じます。 

【モデレーター】 

伊野先生はいかがですか。 

【パネリスト（伊野陽子氏）】 

私の場合は、この前まで病院で薬剤師として働いていて、ちょっと働き方が皆

さんと違うかもしれないので、ちょっとまた違った意見になるかもしれないの

ですけど、日中にある程度の人間がいるようなところにいますと、自分が休みを

取ったりした間の職場への補充がないっていうのが、やっぱりどうしても心苦

しく思ってしまうところもありまして、制度としてものは取れるんだけれども、

その分皆さんに負担を掛けるようなところが、やっぱりこの育児休暇を取って

いる人だけを優遇するのではなくて、やっぱり皆さんでそのへんをうまく分け

合えるような、そこにうまく人を回せるような、無理がなく続けていけるような

システムがあると良いかなというふうに思います。 

【モデレーター】 

ありがとうございます。 

そこでこのように育児休暇が取れるということに関して、全員がとても重要

というふうに答えていらっしゃいます。ですけれども、先ほどの基調講演の中に

もありましたけれども、空気ですね、空気。職場の空気です。育児休暇を取ろう

とした時に上司がどういう顔をするかというのは、私のころもそうでしたけれ

ども、現代においてもまだそういう雰囲気があるんだなということが、小林先生

の講演の中から分かって、ちょっと驚いたんですが。伊野先生は薬剤師という業

務におきましては、そういうことに関しては、比較的きちっと問題なく取ること

ができたでしょうか。 

【パネリスト（伊野陽子氏）】 

そうですね。私の場合は二人とも育児休暇を取らせていただきましたので、そ

ういった意味では上司の方も職場の方も理解をしてくださったんですが、ただ



実際、そこで補充があったかというとそういうわけではなかったので、その点ち

ょっと申し訳ないなという気持ちはどうしてもありました。 

【モデレーター】 

今妊娠してらっしゃるということもありましたけども、伊佐先生はいかがで

しょうか。 

【パネリスト（伊佐保香氏）】 

そうですね、ちょうど私妊娠初期のときに調子を崩しまして、大学に出てこら

れない期間がちょっと長かったんですけれども、その時に結構、本学の場合は、

周りでフォローしてくださったので、なんとかやりくりはできましたけれども、

やっぱり上の方の先生に理解をしていただいたっていうのが、一番大きいのか

なというのはあります。 

【モデレーター】 

まだこれからかもしれませんが、今男性の育休制度というのも、アピ株式会社

は結構そういうのが進んでいると伺っていますけど、秦さんはどのような展望

をお持ちですか。これからの。 

【パネリスト（秦 健敏氏）】 

私は、まだ子どもがいませんので、これからの話になりますが、勤務している

アピ株式会社、もしくは私が所属している長良川リサーチセンターではおそら

く申請すれば取得できると思います。例えば、私が「育児休暇を取りたいです」

と言っても、先ほども話に出てきましたが、「奥さんがいるだろう」とか、「そう

いう必要はないだろう」とかいうような空気にはならないと思います。普通に権

利としてちゃんと申請したら、取れると思いますので大丈夫だと思いますし、も

ちろん機会があれば、別に女性がやらなくてはならないということに理論的な

整合性のある理由は特にないと思いますので、機会があれば私は取りたいと思

っています。 

【モデレーター】 

ありがとうございます。非常に心強い男性の考え方だなと思います。じゃあ丸

山先生はどうですか。 

【パネリスト（丸山広恵氏）】 

私も１年間、育児休暇を取らせていただきまして、実際環境としても弊社整っ

てきていますし、取りやすい環境にあるかなと思いますし、取りにくいなと思っ

たことはないです。なので実際に取らせていただきました。 



ただ実際に、不安とか問題点みたいなものがないかというと、自分自身のこと

として考える時に、利用した後に利用してもいいという雰囲気とか、利用しても

もちろん OK なのですけれども、それを利用した結果で、みなしでマイナスの評

価なり、マイナス点が自分にもしかしたらつくかもしれないとか、そういう不安

っていうのはかなりいつも付きまとうものでして、それによって、自分に対して

もそういう不利益がないかという心配とか、もちろんお客様とか部下とかそう

いうところに迷惑が掛からないかという不安とか心配は常について回るもので

すので、そう感じてしまっているというところに、まだやはりちょっと環境が整

ってきているけれども、教育上のシステムとかそういう段階的なところでまだ

十分でないところもあるのかなと思ったりもします。 

【モデレーター】 

今そういうお話が出て、制度はあるけれどもそれを取る時に、日本人的な部分

もあるのかもしれないですけれども、自分のキャリア形成にとってそれがマイ

ナスになるのんじゃないかという不安や、それから職場のさまざまな人たちに

迷惑を掛けているんじゃないかという罪悪感のようなものは、多かれ少なかれ

皆さん持っているところではないかなと、私も含めて、アンケートの中からも感

じ取れるところです。 

ここには行政の方もいらっしゃるということで、とりあげたいこととして、子

どもに何かあった時に休みが取れるということが、大事だというふうに考える

人がほとんど全員だということです。確かに子どもが小さいと、急に熱が出まし

たからお迎えに来てと保育園から電話がかかってきたりすることがしばしばあ

りますが、もちろん研究で実験中とかいう時に、一人で実験をやっているとそれ

を任せて行くことができないということもありますよね。こういう制度をどの

ようにうまく利用できる体制にしていくかということについて、何かご意見が

あればお願いいたします。 

どうですか。小山先生はいかがですか。 

【パネリスト（小山真紀氏）】 

こうすればうまくいけるかと言われると難しいんですけれども、私の経験と

して、ちゃんと休みの範囲内で育児休業というか、熱が出た時には看病しますと

いう休みを取っていたんですけれども･･･。今の職場ではなく前の所の職場の話

ですが、最初は「しょうがないね」と言ってくれていたのですが、だんだん「預

けられないの？」と言われるようになってくるということがありました。やっぱ



り、子どもに何かあった時には、どうしようもないと言うか、誰かが面倒を見な

ければならないことは確実だと思うんですよね。これは男だからとか女だから

とか、特殊な話ではなく、誰でも普通にあるような話なので、それができない環

境にあるっていう方がやっぱり、本来おかしいんだろうなと。 

で、これはやっぱり、どういうんですかね、そもそも誰にでもあって必要なも

の、というものに対しては、それが当たり前にできるっていうようなことに今、

社会制度がなっていないのであれば、そこをなんとかしないといけないという

のはごく自然なことなのではないかなというふうには思います。 

そうでないということは、そもそも誰にとってもすごい働きにくい社会にな

ってしまっているということになりますし、みんなですごい苦しくなっていく

必要はないだろうと。やっぱり可能性を広げていく方向でもっともっと働ける

ような、いろんな人がどんどん働けるような形になっていければいいのかなと、

いうふうに私は思います。 

【モデレーター】 

ありがとうございます。子どもが突発的に病気になった時に限らず、例えばは

しかとか、ずっと家にいなくちゃならないような状況になった時にとても困る

んですが、ここにいらっしゃる方々で、病児保育のシステムを、会社や学校、そ

れから公的なものを含めても利用したことがあるという方はいらっしゃいます

か。その場合は、どのくらいお金がかかりましたか。じゃあ安藤先生はいかがで

すか。 

【パネリスト（安藤正規氏）】 

私、子どもは岐阜大学の保育園でお世話になっていまして、一方病児保育では

大学の近所の病院さんがやっている所にお世話になったんですが、こちらは昼

食・おやつ込みで数千円だったので、正直驚くほど安くて感謝しきりでした。 

【モデレーター】 

じゃあ岐阜大学にはよいシステムがあるのですね。じゃあ伊野先生はいかが

ですか。どういうところで利用されましたか。 

【パネリスト（伊野陽子氏）】 

私は使ったことないです。 

【モデレーター】 

使ったことはないですか。じゃあ伊佐先生いかがですか。 

【パネリスト（伊佐保香氏）】 



多分、最初の先生と同じところを利用した気がしますけど、それぐらいの金額

でした。 

【モデレーター】 

このような利用できるシステムはどんどん利用して、それから、お金がかかる

ということもある程度覚悟をして、われわれ働いていると思うんですけれども、

今言ったような、こういう良いシステムがあるということの情報共有がなされ

ているかということも、ひとつの問題かなと思います。今ここにおられるパネリ

ストの方々は、そういう情報を上手に自分で取得して、活用できているようです

が、これからの方々も、そういう情報をうまく共有できるような体制を、各機関

でもホームページ等で構築していくのはいいことではないかなというふうに思

います。 

それからここにいろいろ細かいことが書いてありますけど（スライド 5）、研究

を継続するためにはどんな施設が必要ですかということに関して、ちょっと具

体的な話になってまいりますが、見えづらい方もいらっしゃると思うんで、読み

上げてまいります。「休業期間中の代替要員を確保するためのシステムが構築で

スライド 5 
 



きていること」について、すでに利用しているという方が１人、それから利用し

たいという方が３人いらっしゃいます。それから研究補助員を雇うための、これ

は代替教員に相当するものですが、経費の援助を受けたことがある方が３人、そ

れから受けたい、利用したい人という方が１人、それから所属機関で受けられる

支援に関して、このようなシステムは、研究をどうしても途中で止めて帰らなく

ちゃならない時に代替の補助員がいるというような状況は、非常に望ましい状

況なんですけれども、岐阜大学は、この事業よりも以前からこういう取り組みを

されていると伺っています。残念ながら本学では、今回この採択をいただきまし

て、昨年から研究補助員のシステムが立ち上がっているのですけれども、なかな

かこれを全員が利用するというような状況にはありません。この件に関して丸

山さん、アピではどんな状況かをちょっと教えていただけば。 

【パネリスト（丸山広恵氏）】 

弊社では２カ所社内の保育所もありますし、休暇のシステムも整っておりま

すし、相談窓口ということではないんですけけれども、キャリアアップ推進室と

いう部署がありますので、そちらの方でいろいろ各種相談なども受けていただ

くことができるので、極めて環境としては整えてもらえているなという感覚は

あります。 

ただ育休とかですね、じゃあ男性がたくさん取っているかというと、まだそう

いうところでは問題が残っているところもありますので、利用するというとこ

ろで言うと、やっぱり女性が中心なのかなというところがありますので、そうい

う意味ではまだ男女平等感が若干足りないというか、そういう考え方が少しま

だ残っているのかなというふうには感じますので、その辺がまだちょっと問題

が残っているのかなと感じているところです。 

【モデレーター】 

ありがとうございます。アピ株式会社は、岐阜県の中でも非常にそういう部分

に対して、先端的な取り組みをしているということで表彰を受けている会社で

す。ここに女子学生の方もいっぱいいますので、就職する時のポイントとしてそ

ういう点をちょっと考えながら、そういうことが実際行われているということ

を知らない人も多分いっぱいいて、我慢しなきゃいけないのかなってむしろ考

えている人もいっぱいいるかもしれないので、こういう現状であるということ、

こういう支援体制を情報共有できるということは、とても大切なことかなと思

います。ですから、今日参加された人たちは、そういう情報をみんなより先にし



て手に入れることができたと、ラッキーというふうに思っていただければと思

います。 

学内の保育所という件に関しましても、岐阜大学には、医学部の中とそれから

岐阜大学の工学部、農学部のある敷地の中にもひとつ保育所があると伺ってい

ますし、それからアピ株式会社にも社員のための保育所があるというふうにう

かがっています。 

岐阜薬科大学は小さい機関ですので、なかなかそういう取り組みも難しいん

ですが、伊佐さん、岐阜女子大の現状はどうでしょうか。 

【パネリスト（伊佐保香氏）】 

そうですね、岐阜女子大学は小さい大学ですので、さすがにちょっと学内保育

というのはなくて、皆さん近くの保育園に預けている状況です。 

【モデレーター】 

学童保育もひとつのポイントかなと思います。保育所には行政も力を入れて

いて、どこも待機児童をゼロにするための取り組みがなされているようですが、

小学校に上がったとたんに放課後困っちゃうと。私も学童保育を全然利用でき

なかったので、すべて塾に、毎日いろんなお絵かき水泳など、全部すべてお金が

かかって大変だったですが、全部そうやって解決しました。いま学童保育に対し

て岐阜女子大で新たな取り組みがあるとうかがっていますが、詳しいことを伊

佐さん、紹介していただければと思います。 

会場の藤田先生からもご紹介いただければと思いますが。藤田先生にマイク

を。 

【フロアから】 

失礼致します。岐阜女子大学の藤田でございます。この事業の採択を受けた時

にですね、本学では学童保育をしながら、そこで宿題、塾、すべてができるって

いうものを企画しておりました。ただ、今はこれが足踏み状態でして進んでおり

ませんが、学内では初等教育学専攻で、女性活躍支援教職コースが設置されてお

ります。学童保育に勤めるスタッフとして小学校、中学校の専修免許まで持った

学生を育てるというコースです。学生が就職の場としてあるといいなというこ

とで、実際にはまだできてはおりませんけれども、学童保育というような名称を

使うことになると思いますけれども、その中で今、永澤先生がおっしゃられたお

絵描き、それからピアノ、それからお習字、英語というのができるような学童保

育ができたらいいなという、今まだ構想です。 



【モデレーター】 

ちょっと、生々しい話ですけれどもお月謝はどのくらいの金額でしょうか。私

の場合は自分の収入はすべて、子育て中は子どもに全部つぎこんだという気が

していますが。 

【フロアから】 

実際本当に、お恥ずかしいお話ですが、足踏み状態ですのでまだそこまででき

ておりません。ただ、こういう構想を持ったある一部の会社が出てきております

ので、まだまだかなり高額なんだろうなとは思いますけれども、そちらを参考に

しながらということで。 

【モデレーター】 

行政の方からもぜひそういう取り組みにご援助、ご支援をいただけるような

助成金などが用意されていたら、ぜひ活発に応募していただいて、なるべく格安

で利用させていただけるようお願いいたします。先ほど病児保育があんなに安

いと私聞いて驚きました。私も利用していましたけど、多分 5000 円くらいはか

かって。お金の話で恐縮ですけれど、私は徳島県におりましたけれども、当時は

それくらいはかかっておりましたので、やっぱり少しずつ世の中が変わってき

ているなということを感じます。 

ここの中で（スライド 5）、下の方は介護についてですが、まだちょっとそうい

う状況ではないと思いますが、先ほども出ていましたけれども、介護休暇を取得

する、しやすい雰囲気が大切かと思います。ここには該当者がちょっとしかいら

っしゃらないかもしれないですけれども、大学というのは会社と違いまして、執

行部が全体を掌握するというような機関ではなくて、研究所、研究室ごとの独立

性が保たれているところで、やっぱり教授を中心とした体制の中でもスタッフ

が休みやすい雰囲気に配慮することが必要ですね。 

ここで次の「教員の男女比の偏りを是正するために、以下のようなルールや施

策を採用することをどう思いますか」という話にうつります（スライド６）。大学

では、助教を含めてすべて公募になったのは、この 10 年以内の出来事ではと思

います。大学によっては、昔のように助手や准教授は全部教授の一言で決まると

いうような状況がいまだにあるかもしれませんが、やはりそういう状況の中で

は、なかなか女性が採用されにくいということも今までもあったように思いま

す。「公募を行うということをどう思いますか」に関しては、全員が賛成ですね。 



ここでですね、「上位職に女性を登用する」ということに関しては、半分の方々

が賛成なんですけれども、無回答の方を含めてどちらかといえば反対という意

見がございます。 

これについて、どちらかといえば反対、もしくは無回答だった先生方は挙手を

していただて、理由を説明していただければなと思うんですけれど。どうです

か。お願いします。 

【パネリスト（安藤正規氏）】 

すみません。ここに、性別による選択が入るのがいかがなものかと思ったので

無回答だったと思います。先に言ってしまうと、同等であれば女性を採用すると

いうのは、はっきりと反対と申し上げました。あとで話す機会があればそのとき

に。。。 

【モデレーター】 

じゃあ今、せっかくなので。はい。 

【パネリスト（安藤正規氏）】 

はい。これはシンプルな理由で、ポスドク時代の僕をどうやっても納得させら

スライド 6 
 



れないからです。自分がポスドクとして研究職に応募し、選考で最後まで残った

として、最終選考の結果、「能力等には差がないが、もう片方の候補者が女性だ

から相手を採用した」と言われたら、そのような選考の在り方を絶対に許せない

と思うでしょうし、必死に職探しをしていたあの頃の自分をどうやっても説得

できないなと思いましたので、反対と書きました。 

【モデレーター】 

もう一人、同等の実力だったら女性を採用ということに対して多分反対の意

見の方、説明していただければと思います。 

【パネリスト（伊野陽子氏）】 

私も、時代の流れ的なところで、女性をどんどん上位職にとかいろんな考え方

があると思うんですけれども、無理やり女性を増やすということがいいことだ

とは決して思っていなくて、そうなりたいとか、そういう能力があって、そうい

うモチベーションが高いという人に、平等に機会を与えてもらえてればそれで

いいのではないかなと思います。女性だからとか、あまりそこに性別を持ってい

きたくないという考えです。 

【モデレーター】 

ありがとうございます。 

採用側の話の中で、履歴書にどういうことを書いたらカウントされるかとい

う部分がとても重要だと思いますが、それに関して、「採用時の年齢上限を出産・

育児・看護・介護による休業時間分を上乗せする」ということに対して、６人中

５人の先生方が賛成ということになっています。 

なかなか履歴書をそのような観点から評価するというような人事は、現状で

は無いのではと思いますが、現場の若手の先生方の声として、やはり足踏みをし

ているなという焦りを感じながら、育休を取ったり、産休を取ったりしていると

いう現状があると思うので、こういう点がぜひ反映されるようになるといいか

なと思います。 

アンケートの結果に関しましては、また後ほど、この無記名の部分に関しては

ホームページ等にも掲載していきたいなと思います。 

最後に、この２つのクエスチョンを各先生方に致しました。不安に感じている

こと、たぶん先ほど言ったように、システムはあるけれどもそれを利用する上で

のいろいろな問題点があるかと思いますので、両立に対して不安に感じている

ことについて、そしてそれを踏まえて自分にとって現在の年齢での、自分にとっ



て理想的なワークライフバランスはどんなものかということについて、一人ず

つ最後にお伺いしたいと思います。 

それでは今度は丸山先生の方からお願いします。 

【パネリスト（丸山広恵氏）】 

両立に関して不安に思われていることっていう部分はですね、先ほどから発

言していることと重なってきますが、いかに効率良く仕事を進めるかというと

ころを中心に、毎日育児と仕事で手一杯というのが現状ではあるんですが、その

中でいかに効率良く仕事をするかとか、出張もなども多いですので、そういう段

取りをどう取るかというところと、あと、子どもの成長も早くて、その時々の悩

みというのが必ず、その時々にいろいろ付いてきますので、今は何となく両立で

きていると自分では思っているんですけれども、今後いろいろ介護とかの問題

とが重なった時には、そこでまたいろいろ判断していかないといけないんじゃ

ないかなというふうな、漠然とした不安はあります。 

２問目の方ですけども、そうですね、どういう形態がということだと思うんで

すが、私としてはその形態、ワークライフバランスの形態っていう部分は、それ

ぞれ個人、個々を取り巻く環境、仕事環境とか、それぞれの家庭の環境とか状況

によってさまざまですので、どうやっていると完璧か、理想という判断っていう

のは、すごい難しいと思います。なので私の場合はやりたい仕事を続けたいし、

やりたいという気持ちが強いですし、そのモチベーションで何とかやっている

っていう、原動力にしているっていうのがありますので、さらにそれにプラスや

っぱり家庭の子育てや家族とともに成長していくっていうような、そうできて

いるなっていうふうに感じられる、そういうふうにもっていけるっていうとこ

ろが非常に重要だと思うので、環境整備も大事なんですが、それぞれ個人の意識

とか、意識の持ち方というところに大きく関わってきているように感じますの

で、また勉強も大事だなというふうに感じます。 

すみません。長くなりました。以上です。 

【モデレーター】 

じゃあ次、秦先生、お願いします。 

【パネリスト（秦 健敏氏）】 

私はですね、この不安に思うこと、それから困難に感じることに関しては、今

のところ特に不安とか困難を大きくは感じてはいません。ワークとライフのラ

イフの部分は、子どもがまだいないので、私は家事しか該当しないですし、育児



とか看護、介護はまだそれほど不安はありません。ただ、漠然とした答えになり

ますが、子どもができた時のことを考えると、今は家事しかないので、仕事と家

庭のバランスがうまくできているような錯覚に陥っておりますが、それがちょ

っと壊れるんじゃないかっていう不安はあります。 

それに対して、どういうものが、どういう状態が理想的かって言われると、私

も家庭の方をある程度頑張っていきたいとは思っていますし、妻もフルタイム

で働いていますので、それぞれが仕事も家庭もある程度充実していれば思いま

すし、いろんな制度をうまく利用しながらやっていければそれでいいんじゃな

いかなというふうに思っています。 

【モデレーター】 

じゃ、次お願いします。 

【パネリスト（伊佐保香氏）】 

まず１つ目の不安に思うことですけれども、通常業務というのを行わなけれ

ばいけないので、そちらの方に時間を取られてしまって、研究の方に時間をする

時間がないっていうのが、今一番不安に感じるところです。子どものお迎えの時

間とかもあるので、なかなか残業とかいうのもできないので、時間を上手に、ど

うやったら確保できるのかなというのを不安を感じています。 

それを踏まえて理想的なワークバランスですけれども、そういった時間が取

れないっていうのを、なんか補助していただけるようなそういうシステムとい

うのがあるとうれしいなというふうに思いますし、今、ちょうど研究補助員さん

をつけていただいているのですけれども、非常に助かるなというふうに思って

ます。 

やっぱりいろんな家庭内もそうですし、職場内でもそうですけれども、そうい

った理解をしていただけると一番いいかなとは思います。ただその特別扱いを

していただくっていうのではなくて、全員がそういう認識で、同じ方向を向いて

いけるのがいいのかなというふうには感じます。 

【パネリスト（伊野陽子氏）】 

皆さんが言ってきたことと同じようになるのですけれども、やっぱり困難に

思うことは、本当に時間がないといったところがいちばんで、本当に毎日なんと

かギリギリまわしている感じなのですけれども、理想的なワークライフバラン

スっていうのが、やっぱりどうしても自分一人ですべてっていうのが難しくて、

周りの方にご協力していただきながらやっている状況ですので、いずれ自分に



余力ができた時は、それをお返ししていけるように、お互いに困った時はお互い

様というような形で、回していけるといいのかなというように考えております。 

ですので、私も今、研究補助員を使わせてもらっているのですけれども、そう

いったところで働きたいというか、私の場合は学生さんでやってもらってるん

ですが、そういう方がいた時に、そういったところにうまくお互いのニーズとい

うか、そういったところを付き合わせていけるようなシステムがあるといいの

かなというふうに思います。 

【パネリスト（小山真紀氏）】 

Ｑ２の方から言わせてもらうと、やっぱり理想的なワークライフバランスっ

てあるんですけど、結局その上に書いてある育児とか介護、看護、家事っていう

のはケア労働という言い方をしますけど、ケア労働を家庭でやらないといけな

いっていう前提があるにもかかわらず、24 時間働くことが前提というのはそも

そもちょっとおかしいんだと思います。やっぱりそこをなんとかしないといけ

ないんじゃないかなと。今までは、どちらかが、男性なり女性なり、専業で家事

をやる人がいるっていう前提でつくっている、社会ができているというところ

があるので、24 時間働けばいいという話でできているのでしょうけど、それを

そのままやり続けると、つまり、共働きの状態で 24 時間働くシステムだという

ことになると、結局女性の問題だけでなく、男性にとってもしんどい。介護で自

殺ということが言われていますが、これからどんどん男性が介護で死ぬってい

う話になりかねないわけですよね。結局そういうところで、今、こう女性がテー

マなので、女性という話になっていますが、男女の話っていうよりも本当に、み

んなが働く、両方が働くのであれば、それを前提にした社会になっていかないと

いけないだろうっていうのが一番理想的な形態ですよね。 

困難を感じているところでいうと、24 時間働くなら 24 時間働くでもいいんで

すけど、それがちゃんとうまくできるようなシステムというか、それ不可能じゃ

んということがないように、ちゃんと代替案というか、ちゃんと解があるような

状態になっているっていうことがやっぱり必要なんだろうなというふうに思い

ます。 

それともうひとつその最後にちょっと、一言だけ言いたいんですけど、今は私

もパーマネントなんですけども、今までずっと任期付きで仕事をしてきたんで

すよね。それでやっぱり、仕事が変わるたびに場所も変わる。そうすると今まで

例えば病院なり、保育園なりとか、いろんな協力関係をつくってきたんだけど



も、それが異動のたびにリセットし、またゼロから。その時に、岐阜に来る時も

６月だったので、もう学童入れませんと言われるわけですよ。じゃあ、どうした

らいいんですかと言っても、それは私たちでは分かりませんからってみんな言

うんですよね。答えがないんですよ。それでもう突き放されてしまうっていうの

は、本当にもうどうにもこうにも。やっぱりなんとか、これはなんとかならんの

かという心の思いとしてはありますというところです。 

【パネリスト（安藤正規氏）】 

不安に思うところ、困難に思うところは、私アンケートではそのまま「特にあ

りません」と書いたんですが、それは現状がうまく回っているからであって、現

状が変わった場合は分からないですね。言い過ぎかもしれないですけども、例え

ば今まで共働きの家庭で子どもの送り迎えとか食事の準備とか洗濯とか、かつ

て共働きの家庭の女性の方がやっていたパート、最近はそんな状況でもないと

思いますけど、そのパートをですね、ほぼ全般的に今男性である私がやっている

として、じゃあ女性の労働環境やあるいは社会で子育てをしていく環境が整っ

たかといえば、家事を分担する人が変わっただけで、問題は別に解決していない

なというのは感じました。 

私はたまたま夫婦で暮らしていますけれども、知り合いの研究者の方々は、研

究者同士の夫婦は職場が離れることが多いのでどうしても別居することが多い

ですが、そういう方々は僕らでは想像できないような苦労をされています。この

方々にとっては、例えば子どもが病気になった時夫婦のどちらかが病院に連れ

て行けるうちの状況とは、家事・育児の重みが全然違うわけです。このようなケ

ースに対する不安は今の私にはないですけれども、もしうちが別居することに

なった場合、現在別居して生活されている研究者の方々と同じ状況になるので、

この点は社会的な不安として今しばらく残るんじゃないかなと思っています。 

理想的なワークライフバランスというのは、多分ステージによって全然変わ

るのでなんとも言い難いですが、私の現状はとても理想的だと思っています。そ

の現状をつくっているのは、自分の仕事の配分ではなく、私の職場の家事・育児

に対する理解です。さっき講座制の話で、教授が一声で助教、准教授を決めるっ

ていう話がありましたけれど、私の所属ではそういうのが一切なくてですね、ほ

ぼ一人一研究室で、もう講座制はありません。一緒に研究や教育を進めている先

生方がものすごい理解があって、子どもが生まれることになった時に、育休を取

れっていう人の方が多かったんです。「制度があっても誰も使わないと死んでし



まうので、誰かが使わなきゃいけない。子どもが生まれるんだったら是非育休を

取れ。」というスタンスの方が何人もいらっしゃってですね、すごく助かりまし

た。 

それで極めて理想的な現状なんですが、すみません、一点だけ問題が生じまし

た。ちょうど子どもが生まれて１カ月後に国際学会があったんですが、それに出

張で参加するのは、育休中は不可能だったんです。これだけがトラブルという

か、問題がありました。解決方法として、国際学会の時だけ育休をいったん終了

して、出張で国際学会に行って、終了後にもう一回育休を取ることにしました。

今、制度上は育休を２回取れるんですが、２回目取ったら３回目は取れないの

で、結果的にその次の実習が始まる時に私の育休が終わりました。結果的に３カ

月弱育休をいただきましたが、それ以上は取れないという状況でした。この１点

だけは、制度上のルールづくりでなんとか解決できるんじゃないかなと思うの

で、検討していただければと思っています。 

【モデレーター】 

ありがとうございます。 

保育園のお迎えの時間ということもありまして、時間が差し迫ってまいって、

駆け足でやってきました。あらかじめ先生方にアンケート調査をさせていただ

きましたら、やっぱり自分の時代よりはかなり進化していることも分かったん

ですけれども、でも、社会の空気というのは、やはり長時間労働で、研究者なん

だからこんなディスカッションなどしていないで実験してろっていうような考

えのボスは当然、たくさんいらっしゃると思います。私自身も自分でこれをやっ

てていいんだろうかと常にジレンマに苛まれながら、時間配分にすごく苦労し

ていますので、まだそういう状況があるということです。最初にこういう現状と

その解決方法について議論していただいたように、やはり日本の社会の労働シ

ステムそのものの、長時間労働が当然であるという我々のこの意識、上司の意

識、会社の意識が少しでも改革されていくといいなと思います。 

そのためには、さまざまな工夫、今は ICT の活用などもあり、小山先生の方か

らも有意義な提案がされたと思います。会議ですごい時間を取られますよね。大

学でも研究教育以外に会議に多くの時間が取られますが、そういうものを移動

しないでテレビ会議やそれから少し減らすとか、いろんな合理化の方法もある

と思います。授業もですね、ビデオの授業を行うとか、その場に本人がいなくて

はできないっていうような体制が、少しでも今の新しいテクノロジーで改革で



きるような状況になってきましたので、ここにいらっしゃる若い研究者の方々、

学生さんたちは、そういう未来に必ずなる、必ずしていかなくちゃいけないとい

う方向で進めていってほしいです。それから結婚も子育てもやりたいという思

いを必ず実現させていただきたくて、研究者として一人前になって、ノーベル賞

を取るためにすべて犠牲にしなきゃというような、もうそういう時代ではない

ということは間違いないと私は思います。時間の都合でもっとフロアの方々と

のやりとりができなくて大変申し訳ないですけれども、今日のパネルディスカ

ッションを閉じさせていただきます。 

皆さんご協力ありがとうございました。 

 

【司会】 

どうぞお席にお戻りください。最後に副学長の原の方から、全体的な総括と閉

会の辞を述べさせていただきます。よろしくお願い致します。 

 

【岐阜薬科大学副学長 原英彰】 

 お忙しい中、ご講演に来ていただきました小林先生、それから功刀先生、本当

にどうもありがとうございました。大変勉強になりましたし、またパネリストの

先生方、６名の先生方、個人情報に関わるような話もお聞かせいただきまして、

ありがとうございました。 

 今後、７月 19 日はアピで、９月 30 日は岐阜薬科大学で、11 月 10 日は岐阜女

子大学で連続してフォーラムをやるということになっておりますので、少しず

つ我々の意識を変えていかなければならないと思います。意識を変えるという

のはなかなか難しいんですが、他人の意識は変えられませんので、自分の意識し

か変えれません。どうかこの機会をひとつの機会として明日の行動に移してい

ただきたいと思います。本日ご講演いただきました先生方、パネリストの先生方

に最後にお礼を申し述べたいと思います。 

どうもありがとうございました。 


